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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

回次 第103期 第104期 第105期 第106期 第107期

決算年月 2022年3月 2023年3月 2024年3月 2025年3月 2026年3月

売上高 (千円) 4,267,951 7,350,277 9,138,086 9,358,753 9,772,113

経常利益又は経常損失(△) (千円) △1,092,729 79,717 807,259 676,427 916,230

当期純利益又は当期純損失
(△)

(千円) △651,999 62,220 934,632 771,543 874,219

持分法を適用した場合の投
資利益

(千円) ― ― ― ― ―

資本金 (千円) 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

発行済株式総数
普通株式 (株) 12,065,400 12,065,400 12,065,400 12,065,400 12,065,400

Ａ種優先株式 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

純資産額 (千円) 1,052,316 1,094,455 1,989,088 2,660,305 3,458,215

総資産額 (千円) 16,342,215 16,078,632 16,451,832 16,627,681 17,105,545

1株当たり純資産額 (円) 4.34 4.51 78.66 134.29 200.43

1株当たり配当額
普通株式
(うち1株当たり中間配当額) (円)

― ― 5.00 3.00 5.00
(―) (―) (―) (―) (―)

Ａ種優先株式
(うち1株当たり中間配当額)

20,054.79
(―)

40,000.00
(―)

40,000.00
(―)

40,113.97
(―)

40,000.00
(―)

1株当たり当期純利益又は
1株当たり当期純損失(△)

(円) △55.70 5.16 74.15 60.62 69.14

潜在株式調整後
1株当たり当期純利益

(円) ― ― ― ― ―

自己資本比率 (％) 6.4 6.8 12.1 16.0 20.2

自己資本利益率 (％) ― 5.8 60.6 33.2 28.6

株価収益率 (倍) ― 138.1 10.3 11.7 9.5

配当性向 (％) ― ― 6.7 4.9 7.2

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △403,848 885,485 1,497,624 1,256,596 1,620,161

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 453,191 △76,602 △169,110 △51,591 △302,488

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 222,325 △729,734 △660,813 △700,522 △655,319

現金及び現金同等物
の期末残高

(千円) 2,226,599 2,305,746 2,973,447 3,477,930 4,140,283

従業員数
(外、平均臨時雇用者数)

(人)
435 391 367 355 364

(80) (79) (87) (85) (79)

株主総利回り (％) 100.8 118.5 127.6 119.3 111.5

(比較指標：TOPIX(配当込み)) (％) (102.0) (107.9) (152.5) (150.2) (202.2)

最高株価 (円) 699 840 836 888 737

最低株価 (円) 559 575 686 602 596
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(注) １ 持分法を適用した場合の投資利益については、持分法を適用すべき関連会社がないため記載しておりません。

２ 第107期の1株当たり配当額については、2026年6月29日開催予定の定時株主総会の決議事項になっておりま

す。

３ 第104期、第105期、第106期及び第107期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在

しないため記載しておりません。

４ 第103期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、1株当たり当期純損失であり、また、潜在株式が

存在しないため記載しておりません。

５ 第103期の自己資本利益率、株価収益率及び配当性向については、1株当たり当期純損失であるため記載してお

りません。また、第104期の配当性向については、普通株式の配当を実施していないため記載しておりませ

ん。

６ 臨時従業員は( )内に各事業年度の平均雇用人員を外書きで記載しております。

７ 最高・最低株価は、2022年4月3日以前は東京証券取引所市場第二部におけるものであり、2022年4月4日以降は

東京証券取引所スタンダード市場におけるものであります。
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２ 【沿革】

明治21年 (1888) 前田又吉、京都ホテルの前身「京都常盤」を創業。

明治23年 (1890) 4月、京都ホテル(当時通称 常盤ホテル)を開業。

明治24年 (1891) 5月、ロシア皇太子ニコライ殿下(後の皇帝ニコライ2世)投宿。大津事件後、お見舞いのため
明治天皇の行幸を受く。

明治28年 (1895) 3月、常盤ホテルを改装し、正式名称を「京都ホテル」として新装開業。

昭和2年 (1927) 6月7日、「株式会社京都ホテル」(資本金125万円)を設立。

昭和3年 (1928) 2月25日、旧館跡地にルネッサンス様式の鉄筋コンクリート7階建洋館を新築し、営業を開
始。

昭和12年 (1937) 1月1日、長野県より「志賀高原温泉ホテル」の経営を受託。

昭和35年 (1960) 6月30日、「志賀高原温泉ホテル」を分離独立させ、「㈱志賀高原ホテル」と改称。

昭和41年 (1966) 5月10日、「洛陽食品㈱(京都商事㈱)」を設立。

昭和44年 (1969) 3月1日、北館増築(客室数合計517室)。

10月1日、京都証券取引所に上場。

昭和51年 (1976) 1月14日、「京都ホテル実業㈱(粟田山荘)」設立。

8月3日、同社開業。

昭和58年 (1983) 11月1日、「からすま京都ホテル」開業(客室数258室、改装等により現在は231室)。

昭和63年 (1988) 創業100周年を迎える。

5月12日、高槻ホテル実業㈱(たかつき京都ホテル)設立。

平成2年 (1990) 12月23日、「たかつき京都ホテル」開業(客室数115室)。

平成3年 (1991) 1月1日、「京都ホテル」全面建替え計画のため休業に入る。

平成4年 (1992) 5月29日、「京都商事㈱」を「京都ホテルサービス㈱」へ商号変更。

7月19日、「いばらき京都ホテル」開業(業務運営指導)。

平成6年 (1994) 7月10日、「京都ホテル」開業(客室数322室、改装等により現在は320室)。

平成12年 (2000) 3月9日、「京都ホテル」土地及び建物等を日冷商事㈱に譲渡し、同社より賃借。

6月30日、「高槻ホテル実業㈱」清算。

12月21日、「㈱志賀高原ホテル」清算。

平成13年 (2001) 3月1日、大阪証券取引所市場第二部に上場(京都証券取引所合併に伴う)。

11月22日、㈱ホテルオークラと業務提携契約締結。

平成14年 (2002) 2月1日、「京都ホテル(おいけ本館)」のホテル名称を「京都ホテルオークラ」と改称。

平成16年 (2004) 7月1日、「有限責任中間法人おいけインベストメント」への基金拠出、及び「㈲おいけプロ
パティ(特別目的会社)」へ匿名組合出資を行う。

平成20年 (2008) 4月1日、「京都ホテルサービス㈱」を当社に吸収合併。

平成21年 (2009) 4月1日、「京都ホテル実業㈱(粟田山荘)」を当社に吸収合併。

平成23年 (2011) 6月1日、「㈲おいけプロパティ」を当社に吸収合併。

7月16日、「一般社団法人おいけインベストメント」清算。

8月22日、京都府立医科大学附属病院内に「レストランオリゾンテ」を開業。

平成25年 (2013) 7月2日、京都市左京区に大型レストラン「ザ・ガーデン岡崎」を開業。

7月16日、東京証券取引所市場第二部に上場(大阪証券取引所との市場統合に伴う)。

平成26年 (2014) 7月11日、京都市中京区に町家ラウンジ「京都ホテルオークラ新町1888」を開業。

平成28年 (2016) 不採算店舗の整理により4館外店舗の閉店。2月京都ホテルオークラ1888(髙島屋京都店内)、
7月新町1888、8月レストランオリゾンテ(京都府立医大病院店)、9月ザ・ガーデン岡崎。

平成30年 (2018) 創業130周年を迎える。

令和3年 (2021) 6月30日、粟田山荘を閉店(同年7月売却)。

令和4年 (2022) 1月20日、「京都ホテルオークラ」の名称を「ホテルオークラ京都」と改称。

4月4日、東京証券取引所スタンダード市場へ移行(市場区分の見直しによる)。
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３ 【事業の内容】

当社の企業集団は、当社及びその他の関係会社1社で構成されております。なお、当社はホテル経営及びホテル付随

業務の単一セグメントであるため、セグメント別の記載を省略しております。

事業の系統図は、次のとおりであります。

４ 【関係会社の状況】

関係会社の状況は次のとおりです。

2026年3月31日現在

名称 住所
資本金
(百万円)

主要な事業の内容
議決権の所有
(被所有)割合

(％)
関係内容

(その他の関係会社)

㈱ホテルオークラ
東京都
港区

3,000
ホテル資産の所有及びホテル事
業会社の所有・管理他

(35.3)
役員の兼務1名
出資

(注) １ 議決権の所有(被所有)割合欄の( )は、被所有割合であります。

２ ㈱ホテルオークラは有価証券報告書を提出しております。
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第２ 【事業の状況】

１ 【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】

文中の将来に関する事項は、有価証券報告書提出日現在において、当社が判断したものであります。

(1) 経営方針

当社は、次の経営方針を掲げ、全ての役員及び従業員が、職務を執行するにあたっての基本方針としておりま

す。

① 顧客第一主義に徹し、お客様に心の満足を提供する企業を目指しております。

② ホテル業を通じ、社会・経済の発展に貢献する企業を目指します。

③ ステークホルダー（株主・お客様・従業員・パートナー・地域等）に対する責任を果たし、社会規範に沿った

事業活動を行う企業を目指します。

(2) 中期経営戦略

当社は、 1888年(明治21年)に国際観光都市・京都で創業し、 2028年には創業140周年を迎えます。 厳しいコロナ禍を乗

り越えた今、 持続可能なホテルを目指し、 より盤石な経営基盤の確立を実現すべく、 2026年3月期から2028年3月期までの3

ヶ年を対象とする「第3次中期経営計画」を策定いたしました。当該第3次中期経営計画においては、 以下のビジョンを掲げ、

重点施策に取り組んでまいります。

① ビジョン

コロナ禍を生き抜いた今、 「第二創業」の決意も新たに、 お客様、 お取引先、 株主、 従業員、 その他全てのステー

クホルダーにとって、 「WIN-WIN HOTEL」 たらんことを目指す。

② 重点施策

(イ) 収益力強化、 協働力強化

・ 商品・サービスの付加価値向上 → ※改装による施設競争力の維持強化

・ 販売価格の適正化

・ 基盤となる顧客との関係強化

・ 会員利用促進と活用

・ 多様な顧客の取り込み

・ パートナー企業やテナント等ステークホルダーと協働、 WIN-WIN 関係を構築

・ 生産性の向上

※ 改装の概要(延期)

工事対象： ホテルオークラ京都の客室全般

期間：未定

投資額： 約40億円

ホテルオークラ京都の客室改装につきましては、 昨今の中東情勢の影響等により資材の調達環境が極めて不安

定な状況となっていることから、 当該計画は、 当面の間、 延期することを決定いたしました。今後においては、 資

材の調達環境の動向を踏まえて、 改めて計画の再開時期について検討してまいります。

(ロ) 人材確保・定着

・ 多様な人材の確保

・ エンゲージメントの醸成

・ 人材教育

(ハ)財務基盤強化

・ 内部留保による純資産改善

・ 適正な資本配分

・ 投資と借入のコントロール

(ニ) その他

・ SDGs に係る取り組み

(3) 経営環境

雇用・所得環境の改善を背景に、個人消費や設備投資に持ち直しの動きがみられ、景気は緩やかな回復基調で推

移しております。一方、物価上昇の継続に加え、中東情勢をはじめとする地政学的リスクなどの影響もあり、先行
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きは不透明な状況が続いております。

このような経営環境のもと、当社では、企業活動や各種イベントの再開・拡大が進展したことにより、大型宴会

需要及びMICE需要を着実に取り込んだ結果、宴会部門の売上高が大幅に増加いたしました。また、宿泊部門におき

ましては、訪日外国人観光客数の増加を背景に宿泊需要が堅調に推移したことから、売上高は順調に推移いたしま

した。

(4) 優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題

今後の見通しにつきましては、雇用・所得環境の改善を背景に、緩やかな回復基調が継続することが予想されま

す。また、堅調なインバウンド需要に加え、企業活動や各種団体活動の活発化に伴い、会議、研修および懇親会等

の開催が増加しており、宴会需要も見込まれます。

一方で、中東情勢などの地政学リスクの影響による訪日外国人観光客の変動や、エネルギー価格および原材料価

格を含む諸経費の高騰、さらには銀行借入金に係る金利上昇など、不確実性の高い経営環境が継続しており、先行

きは不透明な状況が続いております。

このような状況の中、2027年3月期においては、(2)に掲げる第3次中期経営計画の重点施策のうち、「財務基盤強

化」「人材確保・定着」及び「施設競争力の維持強化」を最重要課題として取り組んでまいります。

２ 【サステナビリティに関する考え方及び取組】

当社は、地球環境の保全が人類共通の最重要課題の一つであることを認識し、業務を遂行するに当たり、全従業員

が環境負荷の低減等に取り組んでおります。

なお、文中の将来に関する事項は、当事業年度末現在において当社が判断したものであります。

(1) ガバナンス

当社では、従前より廃棄物量・CO2排出量の削減などを中心にサステナビリティを目的とした取り組みを行ってお

り、2021年7月にESG推進委員会を発足いたしました。サステナビリティを巡る課題への対応に関して隔月開催の本

委員会において、審議・検討を行っております。また、その内容を取締役会に報告し、取締役会が課題に対する監

督、有効性の評価を行っております。

(2) サステナビリティに関する戦略

当社は、持続可能な地域社会・地球環境の創造に貢献することを目的に、以下の取り組みを実施いたします。

・エネルギー使用量の削減

・生ゴミ処理機導入による廃棄物削減

・環境配慮資材の導入(ストロー・テイクアウト用レジ袋)

・宿泊連泊利用者様への「清掃不要札」の活用

・食品ロスに係る取り組み

・地域の清掃活動への積極的な参加

・２Ｒ(リデュース・リユース)の取り組み推進

(3) 人的資本に関する戦略

当社は、人材を持続的な企業価値の向上の源泉と位置付け、教育・研修の充実による能力開発と働きやすい職場

環境の整備を通じて、人材の確保・育成・定着を推進してまいります。また、顧客主義とブランド価値を体現でき

る人材を育成し、顧客満足の向上と企業の持続的成長の実現を目指してまいります。

なお、人的資本に関する戦略の詳細については、第４ 提出会社の状況 ５ 従業員の状況等をご参照ください。

(4) リスク管理

当社は、取締役会の下に代表取締役社長を長とした常勤取締役及び常勤監査役から成る要務役員会を設けて業務

の運営、管理を行っており、その要務役員会の下にサステナビリティに対するリスク管理を含む重要度の高いリス

クに対応する各種専門委員会を設置し、各種リスクを管理しております。なお、リスクに対応する各種専門委員会

の委員長には取締役をあて、定期的に委員会を開催し、その結果について要務役員会に報告し、重大な事項は取締

役会及び監査役会に報告します。また、防犯、防災(救命)、食品衛生の各専門役の知見を元に、各種社内研修会を

実施し、従業員の教育にも注力しております。

(5) 指標及び目標

当社では「顧客主義」「ステークホルダーからの信頼」「従業員満足の向上」の3項目を掲げ、1888年創業の歴史

を大切にして京都を代表し、世界に通じるホテルを目指しております。また、ホテルオークラ京都におきましては、

SDGsを実践する宿泊施設の国際認証である「Sakura Quality An ESG Practice（通称：サクラクオリティグリー
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ン）の「1御衣黄（ぎょいこう）ザクラ」を取得しております。加えて、京都市より、ごみの減量及びリサイクルに

積極的に取り組んでいる優良事業所として認定され、「2R及び分別・リサイクル活動優良賞」を受賞しておりま

す。さらに、社会貢献活動として、2024年4月より国連WFP（世界食糧計画）の活動を支援する「レッドカップキャ

ンペーン」に参画し、宿泊売上の一部を寄付することにより学校給食支援活動に貢献しております。加えて、環境

負荷低減に向けた新たな取り組みとして、2025年9月より、ホテルで使用済みとなった食用油を回収し、持続可能な

航空燃料（SAF）の原料として活用する「Fry to Fly Project」に参画しております。本取組みを通じて、資源循環

の促進および航空分野における脱炭素化への貢献を図っております。また、2025年11月からは、従業員や客室から

排出されるペットボトルキャップを回収業者に引き渡し、リサイクル資源として活用するとともに、その売却益を

通じて、開発途上国の子どもたちへのワクチン支援につなげる取り組みを開始いたしました。

なお、人的資本に関する指標および目標は、第４ 提出会社の状況 ５ 従業員の状況等をご参照ください。

３ 【事業等のリスク】

有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可

能性のある事項は、以下のようなものがあります。なお、文中における将来に関する事項は、有価証券報告書提出日

現在において当社が判断したものであります。

(1) ホテル業の売上高について

当社は日本全国及び世界各国からのお客様を受け入れていることにより、疾病・感染症、自然災害、戦争、テロ

等の影響を受ける可能性があります。

(2) 施設の毀損、劣化について

当社は停電の発生など、想定される事態につきましては、事業活動への影響を最小限化する体制を敷いておりま

すが、台風、地震等の天災につきましては、想定の範囲を超える事態が発生することも考えられます。したがって、

このような事態が発生した場合には、当社の業績及び財務の状態に影響を及ぼす可能性が生じます。

(3) 食中毒について

当社は食事の提供及び食品の販売を行っており、新たな病原菌や食品衛生管理の瑕疵等により食中毒事案が発生

した場合、ブランドイメージの失墜により、当社の業績が影響を受ける可能性があります。これらの事案発生を未

然に防ぐための設備投資及び健康管理を充実させる対応を実施しております。また、食品衛生委員会を中心に館内

の巡回点検・指導や社員教育を定期的に実施し、食品衛生管理意識の向上を図っております。

(4) 金利変動リスクについて

当社は、有利子負債による資金調達を行っております。一部の借入金については、金利を固定化し、金利変動リ

スクを軽減するための対策を講じておりますが、金利が中長期的に上昇した場合には、金利費用が上昇し、当社の

業績に影響を及ぼす可能性があります。

(5) 減損リスクについて

当社は、ホテル施設に係る多額の固定資産を保有しております。この資産が、時価の下落や収益性の低下等によ

り投資額の回収が見込めなくなった場合には、減損処理が生じることとなり、当社の業績及び財務の状態に影響を

及ぼす可能性があります。

このような状況の中、当社では前述の中期経営戦略に掲げる以下の項目を最重要課題として取り組んでまいりま

す。

①財務基盤強化

2025年3月に長期借入金等（121億円）の借り換えを完了し、当面の営業活動に必要な運転資金を確保しておりま

す。しかしながら、2024年3月に日本銀行がゼロ金利政策を解除して以降、2024年7月、2025年1月及び2025年12月に

政策金利の引上げが実施されており、今後も追加利上げによる金融費用の増加には留意が必要な状況にあります。

こうした状況下において、安定的な配当の実施・従業員の処遇改善・設備の維持管理などを着実に遂行できるよう、

引き続き諸経費の見直し・節減に努め、各事業年度において利益を確保することで財務基盤の強化を図ってまいり

ます。

②人材確保・定着

これまで当社グループにおいては、人員不足が経営上の課題の一つとなっておりましたが、採用活動の強化や事

業環境の改善等により、人員不足の状況は徐々に改善しております。一方で、持続可能なホテル運営を実現するた

めには、採用した人員の定着率向上と計画的な人材確保が引き続き重要な課題であると認識しております。
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従業員の定着率向上に向けては、賃金水準の見直しや福利厚生の充実などの処遇改善に取り組むほか、育児・介

護との両立支援をはじめとする働きやすい職場環境の整備を進め、離職防止に努めてまいります。また、業務プロ

セスの見直しやシステム導入による効率化・省力化を推進し、従業員の負担軽減を図るとともに、語学力や接客ス

キル向上のための研修、グループホテル間での人材交流、自己研鑽支援等を通じて継続的な人材育成を推進してま

いります。

今後の人材確保については、事業計画や人員構成を踏まえた計画的な採用を実施してまいります。また、既存の

従業員の処遇改善とのバランスを考慮しながら、必要な人材を適切な時期に確保することで、安定的な事業運営体

制の構築を目指してまいります。

③施設競争力の維持強化

京都市内におきましては、新規開業・リニューアルが相次ぎ、競争環境は激化しております。このような状況の

中、1994年に建設されたホテルオークラ京都は、2027年以降に客室の改修工事を計画しておりました。

しかしながら、昨今の中東情勢の影響により資材調達が極めて不安定な状況になっていることを踏まえ、当面の

間、延期することを決定いたしました。今後においては、外部環境の動向に注視しつつ、資材調達環境の改善状況

および投資採算性を総合的に勘案のうえ、適切な時期に改装計画の再開について判断してまいります。

なお、計画的な修繕・設備更新および日常的な施設保全を継続的に実施することで、施設の品質および快適性の

維持向上に努めるとともに、サービスのさらなる向上を図り、競争力の維持、強化に取り組んでまいります。

４ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1) 経営成績等の状況の概要

当事業年度における当社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー(以下、「経営成績等」という。)の状

況の概要並びに経営者の視点による当社の経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は次のとおりであ

ります。

なお、文中の将来に関する事項は、当事業年度末現在において判断したものであります。

① 財政状態及び経営成績の状況

当事業年度におけるわが国経済は、 雇用・所得環境の改善を背景に、 個人消費や設備投資に持ち直しの動きがみら

れるなど、 景気は緩やかな回復基調で推移いたしました。その一方で、 物価上昇の継続に加え、 中東情勢をはじめとする

地政学的リスクなどの影響もあり、 先行きは不透明な状況が続きました。

ホテル業界におきましては、 インバウンド需要の拡大が続き、 2025年の訪日外国人旅行者数は4,268万人（前年比

15.8％増）となり、 過去最高を記録いたしました。また、 国内の観光需要も底堅く、 事業環境は総じて堅調に推移いたし

ました。一方で、 人件費や原材料費、 エネルギーコストの上昇への対応が、 引き続き重要な経営課題となりました。

このような状況のもと、 当社は、 旺盛なインバウンド需要を的確に捉えるとともに、 大型宴会の積極的な受注を推進し、

売上高の拡大を図りました。また、 顧客ニーズを踏まえた商品・サービスの見直しにより付加価値を高め、 顧客満足度の向

上にも努めてまいりました。さらに、 既存顧客との関係強化を通じてリピーター利用を促進するとともに、 新規顧客の獲得に

も注力し、 収益基盤の強化を進めてまいりました。加えて、 需要動向や商品特性を踏まえた販売価格の適正化を図り、 収

益性の向上にも取り組んでまいりました。

人材面におきましては、 3年連続となる賃金の引上げや福利厚生の充実による処遇改善を進めるとともに、 階層別研修

やスキルアップ研修、 自己研鑽支援の充実を通じて、 人材育成を一層推進してまいりました。さらに、 コンプライアンス意

識の向上やハラスメント防止の徹底を図るための各種研修を実施し、 働きやすい職場環境の整備にも継続して取り組んで

まいりました。これらの結果、 離職者数の減少につながり、 前年を上回る人員を確保することができました。

このほか、 当社ではSDGsの達成に向けた取組みにも注力しております。2025年9月より、 ホテルで使用済みとなった食用

油を回収し、 持続可能な航空燃料（SAF）の原料として活用する「Fry to Fly Project」に参画いたしました。同プロジェ

クトへの参画を通じて、 資源循環の促進および航空分野における脱炭素化に貢献してまいります。また、 2025年11月から

は、 従業員や客室から排出されるペットボトルキャップを回収業者に引き渡し、 リサイクル資源として活用するとともに、 そ

の売却益を通じて、 開発途上国の子どもたちへのワクチン支援につなげる取組みを開始いたしました。

これらの結果、 当事業年度の売上高は9,772百万円（前期比4.4％増）となりました。損益面におきましては、 賃金の

ベースアップの実施に加え、 各種コストが増加したものの、 売上高の拡大がこれを上回り、 費用の増加を吸収した結果、

営業利益は1,108百万円（前期比21.0％増）、 経常利益は916百万円（前期比35.5％増）、 当期純利益は874百万円

（前期比13.3％増）となりました。
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ホテル事業の部門別の営業概況は次のとおりです。

（宿泊部門）

ホテルオークラ京都におきましては、 2025年7月に日本で大地震が発生するとの不確かな情報が国内外に広まり、 香

港、 台湾、 韓国を中心にインバウンド需要に影響が生じたほか、 大阪・関西万博関連の需要が想定より伸び悩むなど、 同

年7月～8月は低調に推移いたしました。しかしながら、 通期ではグループホテルの会員プログラム「One Harmony」の会員に

よる安定的な需要に加え、 MICE（会議や研修、 展示会などのビジネスイベント）を含む海外からの団体旅行が好調に推

移し、 売上高は増加いたしました。また、 客室単価向上に向けた販売施策が奏功し、 収益性の改善にも寄与いたしまし

た。

からすま京都ホテルにおきましては、 修学旅行や企業などの団体旅行は前年をやや下回ったものの、 国内外からの個

人予約が増加し、 売上高は堅調に推移いたしました。

この結果、 宿泊部門全体の売上高は4,249百万円（前期比3.5％増）となりました。

（宴会部門）

ホテルオークラ京都におきましては、 一般宴会の受注件数は前年を下回ったものの、 営業部門による積極的なセール

ス活動により、 東京および海外からのMICE案件や高単価の大型宴会を受注いたしました。その結果、 1件あたりの人数およ

び単価はいずれも前年を上回り、 売上高の増加に大きく寄与いたしました。一方、 婚礼につきましては、 ブライダル市場の

規模縮小を背景に1件あたりの人数は減少したものの、 受注件数の増加により、 売上高は前年を上回る結果となりました。

からすま京都ホテルにおきましては、 同窓会などの恒例宴会を安定的に取り込むとともに、 新規案件についても前年並

みを確保いたしました。さらに、 閑散期対策として自社企画のイベントを実施し、 集客の向上を図りました。

この結果、 宴会部門全体の売上高は2,890百万円（前期比11.8％増）となりました。

（レストラン部門）

ホテルオークラ京都におきましては、 地元顧客の需要喚起を目的とした「京都府民割」などの各種施策や、 SNSを活用し

た情報発信の強化を通じて、 売上の向上に取り組んでまいりました。あわせて、 宿泊客向け優待メニューの拡充により、 館

内利用の促進を図りました。さらに、 「バー・チッペンデール」では、 コロナ禍以前と同様の全日営業を再開したことにより、

顧客の利便性および満足度の向上を図るとともに、 売上の増加にも寄与いたしました。しかしながら、 一部店舗において営

業制限が継続したことや、 朝食利用者が減少した影響もあり、 全体では前年実績を下回る結果となりました。

からすま京都ホテルにおきましては、 「中国料理桃李」および「バー・アンカー」が安定した顧客基盤に支えられ、 売上高

は堅調に推移いたしました。また、 2025年12月からは両店舗ともに全日営業を再開し、 顧客の利便性および満足度のさら

なる向上に努めてまいりました。

この結果、 レストラン部門全体の売上高は2,103百万円（前期比1.2％減）となりました。

（その他部門）

ホテルオークラ京都におきましては、月極駐車場やフィットネスクラブの会費収入等により安定的な売上を確

保した一方、テナントの退店等の影響により賃貸料収入が減少しました。

この結果、その他部門の売上高は528百万円（前期比1.9％減）となりました。

財政状態の状況は次のとおりであります。

当事業年度末の総資産は、前事業年度末に比べ477百万円増加し、17,105百万円となりました。これは主に減価

償却等により有形固定資産が311百万円減少したものの、売上の増加等により現金及び預金が662百万円増加した

ことによるものです。

当事業年度末の負債は、前事業年度末に比べ320百万円減少し、13,647百万円となりました。これは主に長期借

入金の返済により460百万円減少したことによります。

当事業年度末の純資産は、前事業年度末に比べ797百万円増加し、3,458百万円となりました。これは主に当期

純利益が874百万円計上されたことによるものです。

② キャッシュ・フローの状況

当事業年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、売上・利益の増加により前事業年度末

に比べ662百万円増加し、当事業年度末には4,140百万円となりました。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動の結果得られた資金は1,620百万円(前年同期は1,256百万円の獲得)となりました。これは主に税引前
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当期純利益908百万円および減価償却費700百万円の計上があったことによるものであります。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動の結果使用した資金は302百万円(前年同期は51百万円の使用)となりました。これは主に有形固定資産

の取得による支出が293百万円あったことによるものであります。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動の結果使用した資金は655百万円(前年同期は700百万円の使用)となりました。これは主に長期借入金

の返済による支出が460百万円あったことによるものです。
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（生産、受注及び販売の実績）

a. 収容能力及び収容実績

(イ)ホテルオークラ京都

区分

第106期
(2024年4月1日～2025年3月31日)

第107期
(2025年4月1日～2026年3月31日)

室数 収容能力 収容実績 利用率 室数 収容能力 収容実績 利用率

客室
室

320
室

116,800
室

96,763
％

82.85
室

320
室

116,800
室

95,964
％

82.16

宴会
室

13
名

648,970
名

153,285
回転

0.24
室

13
名

730,000
名

157,752
回転

0.22

レストラン

室

7
名

192,914
名

315,927
回転

1.64
室

7
名

193,355
名

318,854
回転

1.65

(ロ)からすま京都ホテル

区分

第106期
(2024年4月1日～2025年3月31日)

第107期
(2025年4月1日～2026年3月31日)

室数 収容能力 収容実績 利用率 室数 収容能力 収容実績 利用率

客室
室

231
室

84,315
室

74,565
％

88.44
室

231
室

84,315
室

75,336
％

89.35

宴会
室

4
名

167,900
名

122,541
回転

0.73
室

4
名

167,900
名

117,940
回転

0.70

レストラン
室

2
名

43,064
名

32,521
回転

0.76
室

2
名

45,228
名

33,596
回転

0.74

(注) 収容能力の内容は下記の基準により算出したものであります。
１ 客室は部屋数に営業日数を乗じて算出しております。
２ 宴会は正餐形式による椅子数に営業日数を乗じて算出しております。
３ レストランは椅子数に営業日数を乗じて算出しております。

b. 販売実績

当社はホテル経営及びホテル付随業務の単一セグメントであるため、販売実績及び構成比を部門別に示すと以下

のとおりです。

区分

当事業年度
(自 2025年4月1日
至 2026年3月31日)

前年同期比
(％)

金額(千円) 構成比(％)

宿泊部門 4,249,062 43.5 3.5

宴会部門 2,890,852 29.6 11.8

レストラン部門 2,103,931 21.5 △1.2

その他部門 528,266 5.4 △1.9

合計 9,772,113 100.0 4.4

(注) 受注生産は行っておりません。
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(2) 経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容

経営者の視点による当社の経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は次のとおりです。

なお、文中の将来に関する事項は、当事業年度末現在において判断したものであります。

① 財政状態及び経営成績の状況に関する認識及び分析・検討内容

当事業年度における売上高は9,772百万円、営業利益は1,108百万円、経常利益は916百万円、当期純利益は874

百万円となりました。

売上高の主な増加要因は、大型宴会需要及びMICE需要が増加したことにより、宴会部門を中心に売上が拡大し

たことによります。

利益面においては、エネルギー・原材料価格の高騰に加え、金利上昇による負担増加の影響を受けたものの全

社的な経費削減及び業務効率化に努めた結果、営業利益、経常利益、当期純利益は前事業年度を上回りました。

② キャッシュ・フローの状況の分析・検討内容並びに資本の財源及び資金の流動性に係る情報

当事業年度のキャッシュ・フローは、前期に比べ売上高が増加したことなどにより、現金及び現金同等物の期

末残高は前年同期に比べ662百万円増加し、4,140百万円となりました。

当社の資金使途のうち主なものは、借入金等の有利子負債の返済のほか、運転資金として、ホテル事業におけ

る食材、用度品の購入費用及び人件費を中心とした販売費及び一般管理費等の営業費用の支払いであります。投

資を目的とした資金使途は、ホテル設備の維持更新費用やホテルサービスの価値を高める改修等によるものであ

ります。

短期及び長期の資金需要については、「営業活動によるキャッシュ・フロー」により獲得した自己資金や金融

機関からの借入等により資金調達を行い対応しております。引き続き、売上拡大により「営業活動によるキャッ

シュ・フロー」の増大を図るとともに、有利子負債の圧縮及び財務体質の強化を進めてまいります。

なお、当事業年度末における借入金及びリース債務等を含む有利子負債の残高は11,946百万円となっており、

現金及び現金同等物の残高は4,140百万円となっております。

③ 重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

当社の財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められる会計基準に基づき作成されております。この

財務諸表の作成にあたっては、当事業年度における財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に影響を

与えるような見積り、予測を必要としております。当社は過去の実績値や状況を踏まえ合理的と判断される前提

に基づき、継続的に見積り、予測を行っております。そのため実際の結果は、見積りの特有の不確実性があるた

め、これらの見積りと異なる場合があります。

なお、財務諸表の作成にあたって用いた会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定のうち、重要なものにつ

いては、「第５ 経理の状況 １財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項(重要な会計上の見積り)」に記載しておりま

す。

５ 【重要な契約等】

(賃借関係)

契約会社名 賃借先 賃借物件及び内容 賃借期間

㈱京都ホテル 伊吹㈱
からすま京都ホテル建物
建物全館(地上13階 地下2階)

5年
(自 2023年4月 1日
至 2028年3月31日)

(業務提携関係)

契約会社名 提携先 契約内容 提携期間

㈱京都ホテル

㈱オークラニッコーホ

テルマネジメント

(㈱ホテルオークラの子

会社)

業務提携契約並びに販売提携契約締結
5年

(自 2022年4月 1日
至 2027年3月31日)
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(Ａ種優先株式の発行)

当社は、2021年8月6日開催の取締役会において、ＤＢＪ飲食・宿泊支援ファンド投資事業有限責任組合との間

で株式投資契約書及び総株引受契約書を締結し、ＤＢＪ飲食・宿泊支援ファンド投資事業有限責任組合を引受先

として第三者割当の方法により、Ａ種優先株式を発行することを決議いたしました。なお、2021年8月6日付で、

当社及び本優先株式割当先との間で投資契約を締結いたしました。

１．Ａ種優先株式の発行の概要

（1）払込期日 2021年9月30日

（2）発行新株式数 優先株式 1,000株
（3）発行価額 1株につき 1,000,000 円
（4）調達資金の額 1,000,000,000円
（5）募集又は割当方法 第三者割当の方法によりＤBＪ飲食・宿泊支援ファンド投資事業有限責任組合へ全ての

本Ａ種優先株式を割り当てる。

（6）その他 ・本Ａ種優先株式を保有する株主は、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会に
おいて議決権を有しておりません。

・本Ａ種優先株式の優先配当率は年率4.0％で設定されており、本Ａ種優先株主は普通
株式を有する株主に優先して配当を受け取ることができます。

・ある事業年度において優先配当金が不足する場合、当該不足額は翌事業年度以降に累
積します。

・本Ａ種優先株式は非参加型であり、本Ａ種優先株主は当該優先配当に加え、普通配当
を受け取ることはできません。

・本Ａ種優先株式については、普通株式を対価とする取得請求権又は普通株式を対価と
する取得条項は付されておりません。

・本Ａ種優先株式の発行要項においては、本Ａ種優先株主は、いつでも、当社に対し
て、金銭を対価として本Ａ種優先株式の全部又は一部の取得を請求することができる
こととされておりますが、割当先との間で締結した株式投資契約の規定により、割当
先は2028年9月30日までの間、金銭を対価とする取得請求権を行使できないものとさ
れています。

・当社は、いつでも、当社の取締役会が別途定める日の到来をもって、金銭を対価とし
て本Ａ種優先株式の全部又は一部を取得することができることとされております。

・本Ａ種優先株式は、普通株式への転換権を有しておりません。
(注)発行と同時に資本金の額及び資本準備金の額の減少を行い、その他資本剰余金へ振り替えております。また、増

加後のその他資本剰余金の一部を繰越利益剰余金へ振り替えております。

２．調達する資金の使途

経営の安定化を目的とした事業資金(運転資金)としております。

６ 【研究開発活動】

該当事項はありません。
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第３ 【設備の状況】

１ 【設備投資等の概要】

当事業年度においては営業用設備やシステム系の改修・更新を中心に実施いたしました。その主なものは、ホテル

オークラ京都の中央監視設備の更新(57百万円)および業務用PC・プリンタの更新(64百万円)などであります。

なお、当社はホテル経営及びホテル付随業務の単一セグメントであるため、セグメント別の記載を省略しておりま

す。

２ 【主要な設備の状況】
主要な設備は、以下のとおりです。

2026年3月31日現在

事業所名
(所在地)

設備の内容

帳簿価額(千円)
従業
員数
(人)建物及び

構築物
機械装置
及び運搬具

土地 リース
資産

その他 合計
面積(㎡)

ホテルオークラ
京都
(京都市中京区)

ホテル設備 6,053,964 15,393
3,959,692

159,056 163,393 10,351,500
282
(52)7,392

からすま
京都ホテル
(京都市下京区)

ホテル設備 282,600 39,512
―

2,201 11,940 336,255
44
(19)―

京都ホテル
グループ本社
(京都市中京区)

統括業務
施設

114,023 248
929,944

― 10,162 1,054,379
38
(8)808

合計 ─ 6,450,588 55,154
4,889,637

161,258 185,495 11,742,134
364
(79)8,200

(注) １ 帳簿価額の「その他」は、器具及び備品および建設仮勘定であります。

２ 「からすま京都ホテル」の建物は伊吹㈱より賃借しております。

事業所名 設備の内容 契約期間
年間リース料

(千円)
リース契約残高

(千円)

からすま京都ホテル
ホテル設備
(オペレーティング・リース)

5年 240,000 480,000

３ 従業員数は就業人員(当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含む。)であり、従業員数

の( )は、臨時従業員(契約社員、パートタイマー、配ぜん人を含み、人材会社からの派遣社員を除く。)の

当事業年度の平均雇用人員を外書きで記載しております。

４ 当社はホテル経営及びホテル付随業務の単一セグメントであるため、セグメント別の記載をしておりませ

ん。

３ 【設備の新設、除却等の計画】
(1) 重要な設備の新設等

当事業年度末現在における重要な設備投資計画はありません。

(2) 重要な設備の除却等

経常的な設備の更新のための除却等を除き、重要な設備の除却等の計画はありません。
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第４ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 15,000,000

Ａ種優先株式 1,000

計 15,000,000

(注) 当社の発行可能種類株式総数は、普通株式15,000,000株、Ａ種優先株式1,000株であり、その合計は15,001,000株となりますが、
発行可能株式総数は15,000,000株とする旨定款に規定しております。

② 【発行済株式】

種類
事業年度末現在
発行数(株)

(2026年3月31日)

提出日現在
発行数(株)

(2026年6月26日)

上場金融商品取引所名又は
登録認可金融商品取引業協会名

内容

普通株式 12,065,400 12,065,400
東京証券取引所
スタンダード市場

単元株式は100株で
あります。

Ａ種優先株式 1,000 1,000 ―
単元株式数は1株で
あります。（注）

計 12,066,400 12,066,400 ― ―

(注) Ａ種優先株式の内容は次のとおりであります。

(1) 単元株式数は1株であります。

(2) 優先配当金

① 優先配当金

ある事業年度中に属する日を基準日として剰余金の配当を行うときは、当該基準日の最終の株主名簿に

記載又は記録されたＡ種優先株主又はＡ種優先登録株式質権者に対して、当該基準日の最終の株主名簿

に記載又は記録された普通株式を有する株主(以下「普通株主」という。)又は普通株式の登録株式質権

者(以下「普通登録株式質権者」という。)に先立ち、Ａ種優先株式1株につき、前事業年度に係る期末

配当後の未払Ａ種優先配当金(もしあれば)の合計額に年率4.0％を乗じて算出した金額の配当金(以下

「優先配当金」という。)を金銭にて支払う。ただし、当該剰余金の配当の基準日の属する事業年度中

の日であって当該剰余金の配当の基準日以前である日を基準日としてＡ種優先株主又はＡ種優先登録株

式質権者に対し剰余金を配当したとき(以下当該配当金を「期中優先配当金」という。)は、その額を控

除した金額とする。また、当該剰余金の配当の基準日から当該剰余金の配当が行われる日までの間に、

当社がＡ種優先株式を取得した場合、当該Ａ種優先株式につき当該基準日に係る剰余金の配当を行うこ

とを要しない。

② 累積条項

ある事業年度において、Ａ種優先株主等に対して支払う1株当たりの剰余金の額が、当該事業年度に係

るＡ種優先配当金額に達しないときは、その不足額(以下「未払Ａ種優先配当金」という。)は翌事業年

度以降に累積する。

③ 非参加条項

当社は、Ａ種優先株主等に対して、Ａ種優先配当金の合計額を超えて剰余金の配当は行わない。

④ 優先中間配当金

期末配当のほか、基準日を定めて当該基準日の最終の株主名簿に記載又は記録されたＡ種優先株主又は

Ａ種優先登録株式質権者に対し金銭による剰余金の配当(期中配当)をすることができる。

(3) 残余財産の分配

残余財産を分配するときは、Ａ種優先株主等に対して、普通株主等に先立って、Ａ種優先株式1株当たり、

基本償還価額相当額から、控除価額相当額を控除した金額(ただし、基本償還価額相当額および控除価額

相当額は、基本償還価額算式および控除価額算式における「償還請求日」を「残余財産分配日」(残余財

産の分配が行われる日をいう。以下同じ。)と、「償還請求前支払済優先配当金」を「解散前支払済優先

配当金」(残余財産分配日までの間に支払われたＡ種優先配当金(残余財産分配日までの間に支払われたＡ

種期中優先配当金を含む。)の支払金額をいう。)と読み替えて算出される。)を支払う。なお、解散前支
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払済優先配当金が複数回にわたって支払われた場合には、解散前支払済優先配当金のそれぞれにつき控除

価額相当額を計算し、その合計額を基本償還価額相当額から控除する。

Ａ種優先株主等に対しては、上記のほか残余財産の分配は行わない。

(4) 金銭を対価とする償還請求権

Ａ種優先株主は、いつでも、当社に対し、会社法第461条第2項所定の分配可能額を取得の上限として、Ａ

種優先株式の全部または一部の取得と引換えに金銭を交付することを請求することができる。当社は、か

かる請求がなされた場合には、法令の定めに従い取得手続を行うものとし、請求のあったＡ種優先株式の

一部のみしか取得できないときは、比例按分、抽選その他取締役会の定める合理的な方法により取得株式

数を決定する。

(5) 金銭を対価とする取得条項

当社は、いつでも、当社の取締役会決議に基づき別に定める日(以下「強制償還日」という。)の到来をも

って、Ａ種優先株式の全部または一部を、分配可能額を取得の上限として、金銭と引換えに取得すること

ができる。Ａ種優先株式の一部を取得するときは、比例按分、抽選その他取締役会決議に基づき定める合

理的な方法による。Ａ種優先株式1株当たりの取得価額は、(3)に定める基本償還価額相当額から、控除価

額相当額を控除した金額(ただし、基本償還価額相当額および控除価額相当額は、基本償還価額算式およ

び控除価額算式における「償還請求日」を「強制償還日」と、「償還請求前支払済優先配当金」を「強制

償還前支払済優先配当金」(強制償還日までの間に支払われたＡ種優先配当金(強制償還日までの間に支払

われたＡ種期中優先配当金を含む。)の支払金額をいう。)と読み替えて算出される。)とする。

なお、強制償還前支払済優先配当金が複数回にわたって支払われた場合には、強制償還前支払済優先配当

金のそれぞれにつき控除価額相当額を計算し、その合計額を基本強制償還価額相当額から控除する。

(6) 議決権

Ａ種優先株主は、法令に別段の定めある場合を除き、株主総会において議決権を有しない。

(7) 株式の併合または分割等

法令に別段の定めがある場合を除き、Ａ種優先株式について株式の併合または分割は行わない。Ａ種優先

株主には、募集株式または募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えず、株式または新株予約権の無償

割当てを行わない。
(8) 種類株主総会の決議

定款において、会社法第322条第2項に関する定めはしておりません。

(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

② 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

③ 【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数

(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金
増減額
(千円)

資本金
残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

2021年9月30日
(注)１

Ａ種優先株式
1,000

普通株式 12,065,400
Ａ種優先株式 1,000

500,000 2,068,916 500,000 1,250,221

2021年9月30日
(注)２

―
普通株式 12,065,400
Ａ種優先株式 1,000

△1,968,916 100,000 △1,225,221 25,000

(注) １. 第三者割当（Ａ種優先株式） 発行価格1,000,000円 資本組入額500,000円

割当先 ＤＢＪ飲食・宿泊支援ファンド投資事業有限責任組合

２． 会社法第447条第1項及び第448条第1項の規定に基づき資本金及び資本準備金を減少し、その他資本剰余金

へ振替えたものであります。
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(5) 【所有者別状況】

普通株式
2026年3月31日現在

区分

株式の状況(1単元の株式数100株)

単元未満
株式の状況

(株)
政府及び
地方公共
団体

金融機関
金融商品
取引業者

その他の
法人

外国法人等
個人
その他

計

個人以外 個人

株主数(人) ― 3 13 139 8 8 3,745 3,916 －

所有株式数
(単元)

― 10,524 248 86,960 98 22 22,741 120,593 6,100

所有株式数
の割合(％)

― 8.7 0.2 72.1 0.1 0.0 18.9 100.00 －

(注) 自己株式242株は、「個人その他」に2単元及び「単元未満株式の状況」に42株を含めて記載しておりま

す。

Ａ種優先株式
2026年3月31日現在

区分

株式の状況(1単元の株式数1株)

単元未満
株式の状況

(株)
政府及び
地方公共
団体

金融機関
金融商品
取引業者

その他の
法人

外国法人等
個人
その他

計

個人以外 個人

株主数(人) － － － 1 － － － 1 －

所有株式数
(単元)

－ － － 1,000 － － － 1,000 －

所有株式数
の割合(％)

－ － － 100.00 － － － 100.00 －

(6) 【大株主の状況】

2026年3月31日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式
(自己株式を除
く。)の総数に対
する所有株式数
の割合(％)

株式会社ホテルオークラ 東京都港区虎ノ門2丁目10番4号 4,263 35.33

株式会社ニチレイ 東京都中央区築地6丁目19－20 2,008 16.64

株式会社日本政策投資銀行 東京都千代田区大手町1丁目9-6 585 4.85

中央建物株式会社 東京都中央区銀座2丁目6－12 516 4.28

京阪ホールディングス株式会社 大阪府枚方市岡東町173－1 364 3.02

みずほ信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内1丁目3-3 350 2.90

彌榮自動車株式会社 京都市下京区中堂寺櫛笥町1 350 2.90

株式会社井筒 京都市下京区烏丸通松原上る因幡堂町713 209 1.73

サントリー株式会社 東京都港区台場2丁目3－3 126 1.04

株式会社池田泉州銀行 大阪府大阪市北区茶屋町18-14 117 0.97

計 ― 8,889 73.67

(注) 2026年3月31日現在における、みずほ信託銀行株式会社の信託業務の株式数については、当社として把握する

ことができないため記載しておりません。
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なお、所有株式に係る議決権の個数の多い順上位10名は、次のとおりです。
2026年3月31日現在

氏名又は名称 住所
所有

議決権数
(個)

総株主の議決権
に対する所有議
決権数の割合

(％)

株式会社ホテルオークラ 東京都港区虎ノ門2丁目10番4号 42,630 35.35

株式会社ニチレイ 東京都中央区築地6丁目19－20 20,081 16.65

株式会社日本政策投資銀行 東京都千代田区大手町1丁目9－6 5,854 4.85

中央建物株式会社 東京都中央区銀座2丁目6－12 5,160 4.28

京阪ホールディングス株式会社 大阪府枚方市岡東町173－1 3,646 3.02

みずほ信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内1丁目3-3 3,500 2.90

彌榮自動車株式会社 京都市下京区中堂寺櫛笥町1 3,500 2.90

株式会社井筒 京都市下京区烏丸通松原上る因幡堂町713 2,090 1.73

サントリー株式会社 東京都港区台場2丁目3－3 1,260 1.04

株式会社池田泉州銀行 大阪府大阪市北区茶屋町18-14 1,170 0.97

計 ― 88,891 73.71

(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】
2026年3月31日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 Ａ種優先株式 1,000 ― (注)

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)
普通株式 200

―
権利内容に何ら限定のない当社
における標準となる株式

完全議決権株式(その他) 普通株式 12,059,100 120,591 同上

単元未満株式 普通株式 6,100 ― ―

発行済株式総数 12,066,400 ― ―

総株主の議決権 ― 120,591 ―

(注) Ａ種優先株式の内容は、「(1)株式の総数等 ②発行済株式 (注)」に記載のとおりです。

② 【自己株式等】

2026年3月31日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数

(株)

他人名義
所有株式数

(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

(自己保有株式) 京都府京都市中京区河原町
通二条南入一之船入町537
番地の4

200 ― 200 0.00
株式会社京都ホテル

計 ― 200 ― 200 0.00
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２ 【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】 普通株式

(1) 【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

(2) 【取締役会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

該当事項はありません。

(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分
当事業年度 当期間

株式数(株)
処分価額の総額

(千円)
株式数(株)

処分価額の総額
(千円)

引き受ける者の募集を行った取得
自己株式

― ― ― ―

消却の処分を行った取得自己株式 ― ― ― ―

合併、株式交換、株式交付、会社
分割に係る移転を行った取得自己
株式

― ― ― ―

その他（ ― ） ― ― ― ―

保有自己株式数 242 ― 242 ―

(注) 当期間の保有自己株式数には、2026年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株
式数は含めておりません。

３ 【配当政策】

当社の利益配分につきましては、経営基盤の強化のために必要な内部留保を確保しつつ、安定した配当を実施する

ことを基本方針としております。

当社は、剰余金の配当は、期末配当の年1回を基本方針としており、剰余金の配当の決定機関は、株主総会でありま

す。

当事業年度の剰余金の配当につきましては、普通株式を有する株主に対しては、当事業年度の業績並びに上記方針

を踏まえ、下記のとおりとさせていただくことといたしました。なお、A種優先株式を有する株主に対しては、当社定

款及び発行要領に基づく金額にて実施いたしました。

なお、当社は中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。

(注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は以下のとおりであります。

決議年月日 配当の種類 配当金の総額(千円) 1株当たり配当額(円)

2026年6月29日
定時株主総会決議(予定)

普通株式 60,325 5.00

2026年6月29日
Ａ種優先株式 40,000 40,000.00

定時株主総会決議(予定)
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４ 【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】

① コーポレート・ガバナンスの基本的な考え方

当社は、「お客様」「地域社会」「株主」「取引先」「従業員」といった全てのステークホルダーからの信

頼を将来にわたって維持・向上させるために、コーポレート・ガバナンスの確立を経営の最重要課題と認識し、

コンプライアンス体制の構築を推進しております。

当社は、公正・迅速かつ透明性の高い経営体制を構築し、内部統制システム及びリスク管理体制を強化する

ことを通じて、持続的な成長並びに中長期的な企業価値の向上に努めてまいります。

② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由

当社では、常勤の取締役及び監査役で構成される要務役員会の議論を経たうえで、社外取締役1名（社外取締

役、千玄室氏は2025年8月14日付で退任いたしました）及び社外監査役2名を交えた取締役会において経営方針

その他の重要事項が審議、決定されます。当社は、経営環境の変化に機動的に対応するため、またその成果の

責任を明確化するため、定款において取締役の任期を1年としており、定時株主総会において信任の判断をして

いただいております。このほか、常勤の取締役及び監査役並びに主要部門長で構成する部長会において月毎の

業績の進捗状況が報告・検討されております。また、内部管理面におきましては、内部監査を実施する監査室

を設置し、内部統制の実効性を高めております。なお、ひかり監査法人を会計監査人として選任し、半期毎に

財務諸表等の監査証明等を受けております。

これらの体制を採用している理由として、当社は、全取締役10名のうち1名の社外取締役を選任いたしており

ますが、当該社外取締役は、様々な伝統文化に精通され、幅広い見識を有しております。

取締役会においては、当該社外取締役の豊富な経験に基づく意見と各監査役による適法性の検証を十分に反

映した意思決定に努めており、当社独自のコーポレート・ガバナンスが現在において有効に機能しているもの

と判断し、現状の体制を採用いたしております。

なお、当社は2026年6月29日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役10名選任の件」を提

案しており、当該議案が承認可決されますと、取締役10名(うち社外取締役2名)となる予定です。

会社の機関・内部統制の関係図

③ 企業統治に関するその他の事項

イ 内部統制システムの整備の状況

当社は、内部統制システムの基本方針を次のとおり定めております。

Ⅰ 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

・当社は、コンプライアンスを経営の基本とします。

・当社は、コンプライアンス規程を定め、規程に定める社長を長としたコンプライアンス対策本部を設置す

る等して役員、社員等の従業者が企業の社会的責任を深く自覚し、日常の業務遂行において法令等を遵守

し、社会的理念に適合した行動を実践することを確保します。

・当社は、コンプライアンス規程の基礎として行動基準を定め、取締役及び使用人が職務を執行する基本方

針とし、行動基準をカード化して全ての取締役及び使用人が携帯してコンプライアンスの徹底を行いま

す。
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・当社は、内部監査規程を定め、会社の経営諸活動の全般にわたる内部統制状況を検証し、監査担当部署は、

不備についてその是正を提言します。

・当社は、内部通報運用規則を定め、違法行為等に関する相談又は通報の適正な処理の仕組みを設けます。

・当社は、お客さまとの取引に際して基本となる「宿泊約款」「ホテル利用規則」「宴会催事規約」に反社

会的勢力排除条項を設け、反社会的勢力との取引を拒絶します。

Ⅱ 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

・当社は、文書保存管理規程を定め、この規程に則って重要な会議の議事録等、取締役の職務の執行に係る

情報を含む重要な文書等を、適切に保存及び管理します。

Ⅲ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

・当社は、取締役会の下に社長を長とし常勤取締役及び常勤監査役から成る要務役員会を設けて業務の運営、

管理を行っており、その要務役員会の下に重要度の高いリスクに対応する各種専門委員会を設置し、リス

クへの対応を管理します。

・当社は、リスクに対応する各種専門委員会の委員長には取締役をあて、定期的に委員会を開催し、その結

果について要務役員会に報告し、重大な事項は取締役会及び監査役会に報告します。

Ⅳ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

・当社は、年度計画を策定し、取締役はこの計画に基づいて職務を執行し、その進捗について取締役会に報

告を行います。

・当社は、要務役員会を定期的に開催し、取締役の職務執行について審議、企画、立案、評価し、また要務

役員会メンバーと主要部門長から成る部長会を設置して月次の実績の評価及び改善策の策定を行います。

・当社は、職制規程を定め、この規程に則って各部門の業務分担及び指揮命令系統を明確にして、効率的な

業務執行を行う組織を構築します。

Ⅴ 財務報告の適正性を確保するための体制

・当社は、適正かつ信頼ある財務報告を確保する内部統制システムを整備し、職制を通した定期的評価と監

査担当部署による定期的評価を行って必要な業務の改善を行い、内部統制システムの有効性を確保しま

す。

Ⅵ 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及び当該

使用人の取締役からの独立性に関する事項

・当社は、現在、監査役の職務を補助すべきスタッフを置いていませんが、監査役から要請があった場合に

補助スタッフを置くこととし、その人事については監査役と取締役が協議のうえ決定します。

・監査役の職務の補助を行うスタッフは、監査役の指示に従って職務を実施し、その職務について当該スタ

ッフは取締役の指揮命令を受けないこととします。

Ⅶ 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制、その他の監査役への報告に関する体制

・取締役及び使用人は、職務執行に関して重大な法令もしくは社内規程等の違反、又は会社に著しい損害を

及ぼすおそれのある事実を発見、認識したときは、遅滞なく監査役に報告を行います。

・当社は、上記の通報を行った者が、解雇その他いかなる不利益な取り扱いも受けないことを社内に周知徹

底いたします。

・取締役及び使用人は、監査役の求めに応じて、経営、財務、コンプライアンス、リスク管理、内部監査の

状況等について監査役に対して報告を行います。

Ⅷ 監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費

用又は債務の処理に係る方針に関する事項

・当社は、監査役の職務執行によって生ずる費用及び債務について、経理規程に基づき公正かつ適切に処理

いたします。

Ⅸ その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

・取締役会は、業務の適正を確保するうえで重要な業務執行の会議への監査役の出席と、回議書その他の業

務執行に関する重要な文書の閲覧を確保します。

Ⅹ 内部統制システムの運用状況

・当社は内部監査年度計画書に基づき、内部監査を実施しております。また、財務報告に係る内部統制も内

部監査年度計画書に基づき内部統制評価を実施しております。

ロ 取締役の定数

当社の取締役は12名以内とする旨定款に定めております。

ハ 取締役の選任の決議要件

当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主

が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。

また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨定款に定めております。
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ニ 株主総会の特別決議要件

当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主

の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。

これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的と

するものであります。

ホ 種類株式の発行

当社は、種類株式の発行会社であり、普通株式のほか、Ａ種優先株式を発行しております。普通株式は、株主

としての権利内容に制限のない株式でありますが、Ａ種優先株式の株主は、株主総会における議決権を有してお

りません。これは、資本増強にあたり、既存株主への影響を考慮し、Ａ種優先株式は、配当金や残余財産の分配

について優先権を持つ代わりに議決権がない内容としたものであります。なお、Ａ種優先株式の詳細につきまし

ては、「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (1)株式の総数等 ②発行済株式」の記載を参照下さい。

ヘ 責任限定契約の内容の概要

Ⅰ 取締役

当社は、定款第27条の規定により、取締役(業務執行取締役等である者を除く)との間で、会社法第427条第1項

の規定に基づき、同法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任の限

度額は、法令が規定する額としております。

Ⅱ 監査役

当社は、定款第35条の規定により、監査役との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項

の賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令が規定する額としてお

ります。

ト 役員等賠償責任保険契約の内容の概要

当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当

該保険契約の被保険者の範囲は当社の取締役、監査役、執行役員及び管理職従業員であり、保険料は全額を当社

が負担しております。当該保険契約により保険期間中に被保険者に対して提起された損害賠償請求にかかる訴訟

費用及び損害賠償金等が填補されることとなります。

ただし、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするため、次に掲げる事項に該当した場合には

填補の対象としないこととしています。

・当社及び役員等が違法に利益または便宜を得た場合

・法令及び当社社内規程等に違反することを認識しながら行った行為

④ 取締役会の活動状況

当事業年度において当社は取締役会を5回開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりであり

ます。

氏名 開催回数 出席回数

福永 法弘 5回 5回

清水 博 4回 4回

後藤 浩之 5回 5回

杉 田 洋 5回 5回

西村 直樹 5回 5回

井 手 章 5回 5回

中 田 肇 5回 5回

千 玄 室 3回 2回

成瀬 正治 5回 5回

細見 麗子 5回 5回

石 垣 聡 5回 5回

取締役会における具体的な検討内容は、資金調達、設備投資、人材育成の方針策定や進捗状況の確認等であり

ます。また、経営環境の変化に応じた経営方針その他重要事項が審議、決定されています。

（注）１．清水博氏は、2025年6月24日開催の株主総会において代表取締役社長に就任しておりますので、就任以

降に開催された取締役会の出席状況を記載しております。

２.千玄室氏は、2025年8月14日に逝去により退任するまでに開催された取締役会の出席状況を記載してお
ります。



株式会社京都ホテル

― 24 ―

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

a.2026年6月26日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は、以下のとおりであります。

男性12名 女性2名 （役員のうち女性の比率14.3％）

役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数

(株)

取締役会長 福 永 法 弘 1955年8月21日生

1978年 4月 日本開発銀行（現㈱日本政策投

資銀行）入行

2002年 4月 日本政策投資銀行（現㈱日本政

策投資銀行）南九州支店長

2004年 6月 同行都市開発部長

2007年 6月 同行北海道支店長

2008年10月 ㈱日本政策投資銀行北海道支店

長

2009年 6月 同行常務執行役員

2011年 6月 北海道国際航空㈱（現㈱AIRDO)

代表取締役副社長

2012年10月 ㈱AIRDO代表取締役副社長

2015年 3月 当社代表取締役社長

2015年 6月 ㈱ホテルオークラ常務執行役員

2018年 6月 ㈱ホテルオークラ専務執行役員

2018年 6月 三幸㈱取締役(現任)

2022年 6月 ㈱ホテルオークラ顧問(現任)

2025年 6月 当社取締役会長(現任)

2025 年 6

月の定時

株主総会

より1年

普通株式

3,005

代表取締役

社長
清 水 博 1964年9月18日生

1988年 4月 日本開発銀行（現㈱日本政策投

資銀行）入行

2013年 6月 ㈱日本政策投資銀行シンジケー

ショングループ長

2015年 6月 同行地域企画部長

2016年 6月 同行執行役員業務企画部長

2018年 6月 同行常務執行役員関西支店長

2021年 6月 同行常務執行役員

2023年 6月 同行取締役常務執行役員

2025年 6月 当社代表取締役社長(現任)

2025年 6月 ㈱ホテルオークラ常務執行役員

（現任）

2025 年 6

月の定時

株主総会

より1年

普通株式

647

常務取締役

ホテルオークラ京都総支

配人

後 藤 浩 之 1966年7月20日生

1990年 4月 ㈱ホテルオークラ入社
2014年 6月 オークラプレステージ台北総支

配人
2015年10月 ㈱オークラニッコーホテルマネ

ージメント執行役員
2018年 6月 ㈱ホテルオークラ執行役員
2018年 8月 ㈱ホテルオークラ東京取締役
2020年 6月 ㈱オークラニッコーホテルマネ

ージメント上席執行役員
2023年 6月 当社常務取締役ホテルオークラ

京都総支配人(現任)
2023年 6月 ㈱オークラニッコーホテルマネ

ージメント常務執行役員(現任)
2023年 6月 ㈱ホテルオークラ上席執行役員

(現任)

2025 年 6

月の定時

株主総会

より1年

普通株式

566

常務取締役

総務部長
杉 田 洋 1962年7月10日生

1985年 4月 当社入社
2005年 3月 当社宿泊部長
2006年 4月 当社販売促進部長
2008年11月 当社宴会販売部長
2009年 3月 当社執行役員
2010年 6月 当社からすま営業部長兼外販部

長
2012年 2月 当社外販部長
2012年 3月 当社取締役
2014年 4月 当社新規事業所開発担当兼から

すま営業部長「からすま京都ホ
テル総支配人」兼外販部長

2016年 5月 当社からすま営業部長「からす
ま京都ホテル総支配人」

2020年 6月 当社常務取締役総務部長(現任)

2025 年 6

月の定時

株主総会

より1年

普通株式

4,506
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役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数

(株)

取締役

販売サポート部長「ホテ

ルオークラ京都副総支配

人」

西 村 直 樹 1963年10月10日生

1986年 4月 当社入社
2008年11月 当社営業企画部長
2010年 2月 当社カスタマーリレーション部

長
2011年11月 当社営業企画部長
2012年12月 当社販売促進部付部長
2014年 4月 当社外販部付部長「京都ホテル

オークラ別邸粟田山荘支配人」
2014年12月 当社からすま営業部付部長
2019年 7月 当社からすま営業部付部長「か

らすま京都ホテル副総支配人」
2020年 6月 当社執行役員からすま営業部長

「からすま京都ホテル総支配
人」

2021年 9月 当社執行役員販売サポート部長
「京都ホテルオークラ副総支配
人」

2021年 9月 当社取締役販売サポート部長
「京都ホテルオークラ副総支配
人」

2022年 1月 当社取締役販売サポート部長
「ホテルオークラ京都副総支配
人」（現任）

2025 年 6

月の定時

株主総会

より1年

普通株式

1,256

取締役

経理部長
井 手 章 1965年7月5日生

1989年 4月 ㈱池田銀行（現㈱池田泉州銀
行）入行

2011年 2月 ㈱池田泉州銀行稲野支店長
2013年 4月 同行売布支店長
2015年 7月 同行駒川町支店長
2017年 4月 同行石橋支店長
2018年10月 同行石橋支店長兼池田東支店長
2020年 1月 同行京都支店長
2022年 5月 当社顧問
2022年 6月 当社取締役経理部長(現任)

2025 年 6

月の定時

株主総会

より1年

普通株式

1,866

取締役

調理部長「ホテルオーク

ラ京都総料理長」

中 田 肇 1960年1月2日生

1978年 4月 大成観光㈱(現㈱ホテルオーク
ラ)入社

2009年 4月 ㈱ホテルオークラ東京執行役員
洋食調理部部長総料理長

2011年 3月 ㈱ホテルオークラ神戸顧問総料
理長

2011年 7月 ㈱ホテルオークラ神戸取締役総
料理長

2017年 6月 ㈱ホテルオークラ神戸常務取締
役総料理長

2017年 7月 ㈱ホテルオークラ理事(現任)
2023年 6月 当社取締役調理部長「ホテルオ

ークラ京都総料理長」(現任)

2025 年 6

月の定時

株主総会

より1年

普通株式

456
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役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数

(株)

取締役 成 瀬 正 治 1958年8月8日生

1981年 4月 大成観光㈱(現㈱ホテルオーク
ラ)入社

2009年 6月 ㈱ホテルオークラ執行役員
2011年 6月 ㈱ホテルオークラ取締役
2012年 3月 当社取締役
2013年 6月 ㈱ホテルオークラ取締役上席執

行役員
2014年 6月 当社常務取締役京都ホテルオー

クラ総支配人
2016年 6月 ㈱オークラニッコーホテルマネ

ジメント常務執行役員
2017年 3月 当社専務取締役
2018年 6月 当社取締役(現任)
2018年 6月 ㈱ホテルオークラ取締役常務執

行役員
2018年 6月 ㈱ホテルオークラ東京代表取締

役専務
2019年 6月 ㈱ホテルオークラ代表取締役常

務執行役員
2019年 6月 ㈱ホテルオークラ東京代表取締

役社長
2019年 6月 ㈱ホテルオークラエンタープラ

イズ取締役(現任)
2022年 6月 ㈱ホテルオークラ東京代表取締

役会長(現任)
2022年 6月 ㈱ホテルオークラ代表取締役専

務執行役員
2022年 6月 ㈱オークラニッコーホテルマネ

ージメント代表取締役副社長
2023年 6月 ㈱ホテルオークラ神戸取締役

(現任)
2023年 6月 ㈱オークラニッコーホテルマネ

ージメント取締役(現任)
2025年 6月 ㈱ホテルオークラ経営顧問（現

任）
2026年 5月 ㈱ホテルオークラ東京ベイ代表

取締役社長（現任）

2025 年 6

月の定時

株主総会

より1年

普通株式

1,400

取締役 細 見 麗 子 1968年4月21日生

1991年 6月 ㈱常陽入社

1991年 6月 ㈱常陽取締役

1997年 9月 医療法人蒼龍会入社

1997年10月 医療法人蒼龍会理事

2000年 4月 医療法人蒼龍会老健事業部事業
部長

2006年11月 医療法人蒼龍会副理事長

2015年11月 公益財団法人細見美術財団副館
長(現任)

2016年 3月 当社取締役(現任)

2025年6

月の定時

株主総会

より1年

－

取締役 石 垣 聡 1967年7月27日生

1991年 4月 ㈱ホテルオークラ入社

2006年 6月 ㈱ホテルオークラ東京取締役

2007年 6月 ㈱ホテルオークラ執行役員

2011年 6月 ㈱ホテルオークラ取締役

2017年 6月 ㈱ホテルオークラ神戸代表取締
役社長、総支配人(現任)

2018年 6月 ㈱ホテルオークラ取締役常務執
行役員

2019年 6月 当社取締役(現任)

2025年 6月 ㈱ホテルオークラ取締役専務執
行役員(現任)

2025年6

月の定時

株主総会

より1年

－

監査役（常勤） 廣 畑 優 子 1957年7月26日生

1980年 4月 当社入社

2005年 3月 当社経理課課長

2011年 4月 当社経理部次長兼経理課長

2019年 7月 当社経理部付部長

2020年 6月 当社常勤監査役(現任)

2024年6

月の定時

株主総会

より4年

普通株式

5,794
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役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数

(株)

監査役 原 田 肇 1955年12月26日生

1978年 4月 大成観光㈱(現㈱ホテルオーク
ラ)入社

2003年12月 オークラフロンティアホテルつ
くば総支配人

2007年 6月 オークラガーデンホテル上海副
総経理

2007年 6月 ㈱ホテルオークラ執行役員
2008年 4月 オークラガーデンホテル上海総

経理
2012年 6月 ㈱ホテルオークラ上席執行役員
2013年 1月 オークラアクトシティホテル浜

松総支配人
2014年 6月 ㈱ホテルオークラ取締役上席執

行役員
2016年 6月 ㈱ホテルオークラスペースソリ

ューションズ代表取締役社長
2018年 6月 当社専務取締役京都ホテルオー

クラ(現 ホテルオークラ京都)
総支配人

2018年 6月 ㈱オークラニッコーホテルマネ
ジメント常務執行役員

2018年 6月 ㈱ホテルオークラ神戸取締役
(現任)

2019年 6月 当社代表取締役専務
2019年 6月 ㈱ホテルオークラ取締役常務執

行役員
2021年 6月 ㈱ホテルオークラ顧問(現任)
2023年 6月 当社監査役(現任)
2024年 9月 ㈱森村設計監査役(現任)

2023年6

月の定時

株主総会

より4年

普通株式

400

監査役 小 林 健 1955年4月11日生

1979年 4月 日本開発銀行（現㈱日本政策投
資銀行）入行

2010年 6月 ㈱日本政策投資銀行常務執行役
員

2011年 6月 同行常勤監査役
2014年 6月 日本原燃㈱取締役常務執行役員
2016年 6月 同社常務執行役員
2018年 6月 ㈱タカギセイコー監査役
2018年 6月 三菱製紙㈱監査役
2018年 6月 ㈱日本政策投資銀行設備投資研

究所顧問
2019年 6月 DBJキャピタル㈱取締役会長
2019年 6月 京成電鉄㈱監査役(現任)
2022年 6月 当社監査役(現任)

2023 年 6

月の定時

株主総会

より4年

－

監査役 渡 辺 伸 充 1961年3月11日生

1983年 4月 ㈱埼玉銀行入行
1991年10月 安田信託銀行㈱(現みずほ信託

銀行㈱)入行
2011年 4月 みずほ信託銀行㈱執行役員資金

証券部長
2013年 4月 ㈱みずほフィナンシャルグルー

プ常務執行役員
2013年 4月 みずほ信託銀行㈱常務執行役員
2018年 4月 資産管理サービス信託銀行㈱取

締役
2018年 6月 同行取締役社長
2018年10月 JTCホールディングス㈱取締役

社長
2020年 7月 ㈱日本カストディ銀行取締役社

長
2021年 1月 同行顧問
2021年 4月 ㈱都市未来総合研究所取締役社

長
2021年 4月 みずほトラストビジネスオペレ

ーションズ㈱取締役社長
2024年 4月 同社顧問
2024年 6月 当社監査役(現任)
2024年 6月 ダイニック㈱監査役(現任)

2024年6

月の定時

株主総会

より4年

－

計
普通株式

19,896

(注) １ 細見麗子は、社外取締役であります。
２ 監査役小林健、渡辺伸充の両氏は、社外監査役であります。
３ 所有株式数は、京都ホテル役員持株会における本人持分を含めて記載しております。
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b.2026年6月29日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役10名選任の件」および「監査役1名

選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定で

す。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の

内容(役職等)を含めて記載しております。

男性11名 女性2名 （役員のうち女性の比率15.4％）

役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数

(株)

代表取締役

社長
清 水 博 1964年9月18日生

1988年 4月 日本開発銀行（現㈱日本政策投

資銀行）入行

2013年 6月 ㈱日本政策投資銀行シンジケー

ショングループ長

2015年 6月 同行地域企画部長

2016年 6月 同行執行役員業務企画部長

2018年 6月 同行常務執行役員関西支店長

2021年 6月 同行常務執行役員

2023年 6月 同行取締役常務執行役員

2025年 6月 当社代表取締役社長(現任)

2025年 6月 ㈱ホテルオークラ常務執行役員

（現任）

2026 年 6

月の定時

株主総会

より1年

普通株式

647

常務取締役

ホテルオークラ京都総支

配人

後 藤 浩 之 1966年7月20日生

1990年 4月 ㈱ホテルオークラ入社
2014年 6月 オークラプレステージ台北総支

配人
2015年10月 ㈱オークラニッコーホテルマネ

ージメント執行役員
2018年 6月 ㈱ホテルオークラ執行役員
2018年 8月 ㈱ホテルオークラ東京取締役
2020年 6月 ㈱オークラニッコーホテルマネ

ージメント上席執行役員
2023年 6月 当社常務取締役ホテルオークラ

京都総支配人(現任)
2023年 6月 ㈱オークラニッコーホテルマネ

ージメント常務執行役員(現任)
2023年 6月 ㈱ホテルオークラ上席執行役員
2026年 6月 ㈱ホテルオークラ取締役上席執

行役員（現任）

2026 年 6

月の定時

株主総会

より1年

普通株式

566

常務取締役

総務部長
杉 田 洋 1962年7月10日生

1985年 4月 当社入社
2005年 3月 当社宿泊部長
2006年 4月 当社販売促進部長
2008年11月 当社宴会販売部長
2009年 3月 当社執行役員
2010年 6月 当社からすま営業部長兼外販部

長
2012年 2月 当社外販部長
2012年 3月 当社取締役
2014年 4月 当社新規事業所開発担当兼から

すま営業部長「からすま京都ホ
テル総支配人」兼外販部長

2016年 5月 当社からすま営業部長「からす
ま京都ホテル総支配人」

2020年 6月 当社常務取締役総務部長(現任)

2026 年 6

月の定時

株主総会

より1年

普通株式

4,506

取締役

販売サポート部長「ホテ

ルオークラ京都副総支配

人」

西 村 直 樹 1963年10月10日生

1986年 4月 当社入社
2008年11月 当社営業企画部長
2010年 2月 当社カスタマーリレーション部

長
2011年11月 当社営業企画部長
2012年12月 当社販売促進部付部長
2014年 4月 当社外販部付部長「京都ホテル

オークラ別邸粟田山荘支配人」
2014年12月 当社からすま営業部付部長
2019年 7月 当社からすま営業部付部長「か

らすま京都ホテル副総支配人」
2020年 6月 当社執行役員からすま営業部長

「からすま京都ホテル総支配
人」

2021年 9月 当社執行役員販売サポート部長
「京都ホテルオークラ副総支配
人」

2021年 9月 当社取締役販売サポート部長
「京都ホテルオークラ副総支配
人」

2022年 1月 当社取締役販売サポート部長
「ホテルオークラ京都副総支配
人」（現任）

2026 年 6

月の定時

株主総会

より1年

普通株式

1,256
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役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数

(株)

取締役

経理部長
井 手 章 1965年7月5日生

1989年 4月 ㈱池田銀行（現㈱池田泉州銀
行）入行

2011年 2月 ㈱池田泉州銀行稲野支店長
2013年 4月 同行売布支店長
2015年 7月 同行駒川町支店長
2017年 4月 同行石橋支店長
2018年10月 同行石橋支店長兼池田東支店長
2020年 1月 同行京都支店長
2022年 5月 当社顧問
2022年 6月 当社取締役経理部長(現任)

2026 年 6

月の定時

株主総会

より1年

普通株式

1,866

取締役

調理部長「ホテルオーク

ラ京都総料理長」

中 田 肇 1960年1月2日生

1978年 4月 大成観光㈱(現㈱ホテルオーク
ラ)入社

2009年 4月 ㈱ホテルオークラ東京執行役員
洋食調理部部長総料理長

2011年 3月 ㈱ホテルオークラ神戸顧問総料
理長

2011年 7月 ㈱ホテルオークラ神戸取締役総
料理長

2017年 6月 ㈱ホテルオークラ神戸常務取締
役総料理長

2017年 7月 ㈱ホテルオークラ理事(現任)
2023年 6月 当社取締役調理部長「ホテルオ

ークラ京都総料理長」(現任)

2026 年 6

月の定時

株主総会

より1年

普通株式

456

取締役 成 瀬 正 治 1958年8月8日生

1981年 4月 大成観光㈱(現㈱ホテルオーク
ラ)入社

2009年 6月 ㈱ホテルオークラ執行役員
2011年 6月 ㈱ホテルオークラ取締役
2012年 3月 当社取締役
2013年 6月 ㈱ホテルオークラ取締役上席執

行役員
2014年 6月 当社常務取締役京都ホテルオー

クラ総支配人
2016年 6月 ㈱オークラニッコーホテルマネ

ジメント常務執行役員
2017年 3月 当社専務取締役
2018年 6月 当社取締役(現任)
2018年 6月 ㈱ホテルオークラ取締役常務執

行役員
2018年 6月 ㈱ホテルオークラ東京代表取締

役専務
2019年 6月 ㈱ホテルオークラ代表取締役常

務執行役員
2019年 6月 ㈱ホテルオークラ東京代表取締

役社長
2019年 6月 ㈱ホテルオークラエンタープラ

イズ取締役(現任)
2022年 6月 ㈱ホテルオークラ東京代表取締

役会長(現任)
2022年 6月 ㈱ホテルオークラ代表取締役専

務執行役員
2022年 6月 ㈱オークラニッコーホテルマネ

ージメント代表取締役副社長
2023年 6月 ㈱ホテルオークラ神戸取締役

(現任)
2023年 6月 ㈱オークラニッコーホテルマネ

ージメント取締役(現任)
2025年 6月 ㈱ホテルオークラ経営顧問（現

任）
2026年 5月 ㈱ホテルオークラ東京ベイ代表

取締役社長（現任）

2026 年 6

月の定時

株主総会

より1年

普通株式

1,400
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役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数

(株)

取締役 細 見 麗 子 1968年4月21日生

1991年 6月 ㈱常陽入社

1991年 6月 ㈱常陽取締役

1997年 9月 医療法人蒼龍会入社

1997年10月 医療法人蒼龍会理事

2000年 4月 医療法人蒼龍会老健事業部事業
部長

2006年11月 医療法人蒼龍会副理事長

2015年11月 公益財団法人細見美術財団副館
長(現任)

2016年 3月 当社取締役(現任)

2026年6

月の定時

株主総会

より1年

－

取締役 石 垣 聡 1967年7月27日生

1991年 4月 ㈱ホテルオークラ入社

2006年 6月 ㈱ホテルオークラ東京取締役

2007年 6月 ㈱ホテルオークラ執行役員

2011年 6月 ㈱ホテルオークラ取締役

2017年 6月 ㈱ホテルオークラ神戸代表取締
役社長、総支配人(現任)

2018年 6月 ㈱ホテルオークラ取締役常務執
行役員

2019年 6月 当社取締役(現任)

2025年 6月 ㈱ホテルオークラ取締役専務執
行役員(現任)

2026年6

月の定時

株主総会

より1年

－

取締役 宮 田 賀 生 1953年4月24日生

1977年 4月 松下電器産業㈱（現パナソニッ
クホールディングス㈱）入社

2007年 4月 同社役員
パナソニック・ヨーロッパ㈱
会長

2009年 4月 パナソニック㈱（現パナソニッ
クホールディングス㈱）常務役
員
AVCネットワークス社上席副社
長
映像・ディスプレイデバイス事
業グループ長

2011年 4月 同社専務役員 海外担当

2011年 6月 同社代表取締役専務 海外担当

2012年 1月 同社代表取締役専務
グローバルコンシューマーマー
ケティング部門長

2013年 4月 同社代表取締役専務 東京代表

2014年 4月 同社代表取締役専務

2014年 6月 同社顧問

2015年 3月 東燃ゼネラル石油㈱社外取締役

2016年 6月 パナソニック㈱（現パナソニッ
クホールディングス㈱）客員
（現任）

2016年 6月 ㈱神戸製鋼所社外取締役監査等
委員

2017年 4月 ENEOSホールディングス㈱社外
取締役

2026年 6月 当社取締役（就任予定）

2026年6

月の定時

株主総会

より1年

－
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役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数

(株)

監査役（常勤） 廣 畑 優 子 1957年7月26日生

1980年 4月 当社入社

2005年 3月 当社経理課課長

2011年 4月 当社経理部次長兼経理課長

2019年 7月 当社経理部付部長

2020年 6月 当社常勤監査役(現任)

2024年6

月の定時

株主総会

より4年

普通株式

5,794

監査役 渡 辺 伸 充 1961年3月11日生

1983年 4月 ㈱埼玉銀行入行
1991年10月 安田信託銀行㈱(現みずほ信託

銀行㈱)入行
2011年 4月 みずほ信託銀行㈱執行役員資金

証券部長
2013年 4月 ㈱みずほフィナンシャルグルー

プ常務執行役員
2013年 4月 みずほ信託銀行㈱常務執行役員
2018年 4月 資産管理サービス信託銀行㈱取

締役
2018年 6月 同行取締役社長
2018年10月 JTCホールディングス㈱取締役

社長
2020年 7月 ㈱日本カストディ銀行取締役社

長
2021年 1月 同行顧問
2021年 4月 ㈱都市未来総合研究所取締役社

長
2021年 4月 みずほトラストビジネスオペレ

ーションズ㈱取締役社長
2024年 4月 同社顧問
2024年 6月 当社監査役(現任)
2024年 6月 ダイニック㈱監査役(現任)

2024年6

月の定時

株主総会

より4年

－

監査役 池 田 和 重 1968年11月15日生

1991年 4月 日本開発銀行（現㈱日本政策投
資銀行）入行

2015年 6月 ㈱日本政策投資銀行管理部長

2017年 6月 DBJリアルエステート㈱代表取
締役社長

2018年 6月 ㈱日本政策投資銀行人事部担当
部長

2020年 5月 同執行役員（内部監査担当）

2021年 1月 ㈱コンシスト（現DBJデジタル
ソリューションズ㈱）代表取締
役社長執行役員

2023年 6月 ㈱日本政策投資銀行常勤監査役

2025年 6月 ㈱日本経済研究所代表取締役社
長（現任）

2026年 6月 当社監査役（就任予定）

2026年6

月の定時

株主総会

より1年

－

計
普通株式

16,491

(注) １ 取締役細見麗子、宮田賀生の両氏は、社外取締役であります。
２ 監査役渡辺伸充、池田和重の両氏は、社外監査役であります。
３ 所有株式数は、京都ホテル役員持株会における本人持分を含めて記載しております。
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② 社外役員の状況

当社の社外取締役は1名であり、細見麗子取締役と当社の関係は、一般消費者としての取引がありますが、当社

の意思決定に影響を及ぼす規模のものではありません。東京証券取引所の規則に定める独立役員であり、幅広い

見地から当社の経営に対し的確な助言をいただく等、女性の立場から社外取締役としての職務を適切に遂行いた

だいております。

社外監査役は2名であり、小林健監査役と当社との関係は、過去に当社の主要株主である金融機関の常務執行役

員、常勤監査役等を歴任されておりましたが、現在は営業取引及び資本的関係はありません。金融、財務に関す

る豊富な知見は、監査役としての独立した立場から、当社の適正な財務報告に資すると考えます。また、渡辺伸

充監査役と当社の関係は、過去に当社の主要取引銀行の執行役員を歴任されておりましたが、現在は営業取引及

び資本的関係はありません。金融、財務に関する豊富な知見は、監査役としての独立した立場から、当社の適正

な財務報告に資すると考えます。

なお、当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針は特

に定めておりませんが、時勢に応じて当社が必要とする専門性、一般株主と利益相反が生じるかどうか等を総合

的に勘案し、候補者を選定することを基本的な考え方としております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統

制部門との関係

当社内部監査部門、監査役、会計監査人は、それぞれの独立性を保持しつつ、積極的にコミュニケーションを

取るように心がけ、次のとおり連携をしております。

会計監査人は、監査計画や監査の実施状況等について、監査役への報告・意見交換を行う定期的な会合を開催

しております。

当社の各監査役は、監査役会が定めた監査の方針、業務分担等に従い、取締役会その他重要な会議に出席する

他、取締役から営業の報告を聴取し、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産

の状況を調査し、その上で会計監査人から報告及び説明を受け、計算書類等につき検討を加えることにより、監

査報告書を作成しております。また、内部監査部門との間においても積極的に意見交換を行い、監査業務の品質

向上と効率化に努めております。

(3) 【監査の状況】

① 監査役監査の状況

当社の監査役会は、常勤監査役1名と非常勤監査役1名と社外監査役2名で構成されております。社外監査役は、

それぞれ長年にわたる金融機関での要職経験者2名を選任することにより、豊富な経験が監査役監査に反映される

体制になっております。

また、常勤の監査役は、常勤者としての特性を踏まえ、監査の環境の整備及び社内の情報の収集に積極的に努

め、内部統制システムの構築・運用の状況を日常的に監視し、検証いたします。また、その職務の遂行上知り得

た情報を他の監査役と共有するよう努めております。

当事業年度において当社は監査役会を6回開催しており、個々の監査役の出席状況は次のとおりです。

氏名 開催回数 出席回数

廣畑 優子 6回 6回

原 田 肇 6回 6回

小 林 健 6回 6回

渡辺 伸充 6回 6回

監査役会の具体的な検討内容は以下のとおりです。

(ⅰ) 監査基本方針、監査計画、職務分担

(ⅱ) 会計監査人の再任、会計監査人の報酬に関する同意

(ⅲ) 監査報告書等

監査役会の主な活動は、以下のとおりであります。

(ⅰ) 監査役会が定めた監査の方針、業務分担に従い、取締役会その他の重要な会議への出席及び意見陳述

(ⅱ) 取締役および関係部門から営業の報告、その他必要事項の聴取

(ⅲ) 重要な決裁書類、契約書等の閲覧

(ⅳ) 業務及び財産の状況の調査

(ⅴ) 取締役の法令制限事項（競業避止・利益相反取引等）の調査

(ⅵ) 内部統制システムの有効性を確認するため、内部監査室の監査結果の聴取及び意見交換の実施

(ⅶ) 会計監査人との連携、監査方法の妥当性の確認と評価（監査報告書の作成を含む）
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② 内部監査の状況

当社の内部監査については、社長直轄で他の組織から独立した監査室(2名)が、「内部監査規程」に基づき、年

度計画を策定のうえ、業務監査を実施しており、内部統制の実効性を高めております。

監査室は、会計に関しては内部統制システムのなかでモニタリングを行い、会計以外の事項に関しては、会社

法の求める内部統制システムのなかで独自に監査を行い、その監査結果を四半期ごとに代表取締役及び監査役会

に報告します。

監査室、監査役及び会計監査人は、それぞれの独立性を保持しつつ、積極的にコミュニケーションを取るよう

に心掛け、次のとおり連携をしております。

監査役会と監査室は、相互の連携を図るために、定期的な情報交換の場を設け、監査役会の監査方針及び計画

並びに監査室の監査方針、計画、実施した監査結果に関する確認及び調整を行っております。なお、監査室の監

査結果については、取締役会並びに監査役及び監査役会にて報告を行い内部監査の実効性を確保しております。

監査室は、会計監査人との半期ごとの定期的な打合せに加え、必要に応じて随時、意見交換を実施しておりま

す。

③ 会計監査の状況

a. 監査法人の名称

ひかり監査法人

b. 継続監査期間

5年間

c. 業務を執行した公認会計士

指定社員・業務執行社員

公認会計士 光田 周史氏

公認会計士 矢倉 誠氏

d. 監査業務に係る補助者の構成

当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士5名、公認システム監査人1名であります。

e. 監査法人の選定方針と理由

会計監査人として求められる当社の会計方針への意見表明にあたっての専門性、審査体制、独立性の保持を含

む品質管理体制等を有しており、当社の事業を含めた成長戦略遂行にあたり、より専門的かつ適切な監査が可能

であると判断しております。

f．監査役及び監査役会による監査法人の評価

監査役及び監査役会は、会計監査人に対して評価を行っております。この評価については、会計監査人が独立

の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の

執行状況についての報告、「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」(会社計算規則第131条各

号に掲げる事項)を「監査に関する品質管理基準」(企業会計審議会)等に従って整備している旨の通知を受け、必

要に応じて説明を求めておりました。その結果、会計監査人の職務執行に問題は無いと評価しております。

④ 監査報酬の内容等

ａ. 監査公認会計士等に対する報酬の内容

区 分

前事業年度 当事業年度

監査証明業務に

基づく報酬(千円)

非監査業務に

基づく報酬(千円)

監査証明業務に

基づく報酬(千円)

非監査業務に

基づく報酬(千円)

提出会社 16,500 ― 16,500 ―

ｂ．監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬（ａ．を除く）

該当事項はありません。

ｃ．その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容

該当事項はありません。

ｄ. 監査報酬の決定方針

当社の事業規模を勘案し、監査日数、作業内容等について監査公認会計士等と協議した上で監査役会の同意

を得て決定しております。
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ｅ. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由

監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りなどが当社の事業規模

や事業内容に照らして適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額につ

いて同意の判断を行っております。

(4) 【役員の報酬等】

① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項

当社の役員報酬等は、株主総会において決定される報酬額の限度内で、役職に応じた基本報酬と賞与から構成

されており、当社の定める一定の基準に従い算出し、取締役会の決議及び監査役の協議を経て決定しておりま

す。

当社の役員報酬等に関する株主総会の決議年月日は取締役については2014年3月27日、監査役については2004年

3月29日であります。決議の内容は取締役年間報酬総額の上限を100百万円（ただし、使用人兼務取締役の使用人

分給与は含まない。定款に定める取締役の員数は12名以内とする。本有価証券報告書提出日現在は10名、2026年6

月29日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役10名選任の件」を提案しており、当該議案

が承認可決された場合には、取締役は10名となる予定）、監査役年間報酬総額の上限を20百万円（定款に定める

監査役の員数は4名以内とする。本有価証券報告書提出日現在は4名、2026年6月29日開催予定の定時株主総会の議

案（決議事項）として、「監査役1名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決された場合には、監査役は

3名となる予定）とするものです。

② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分
報酬等の総額

(千円)

報酬等の種類別の総額(千円) 対象となる
役員の員数

(名)固定報酬 業績連動報酬 賞与 退職慰労金

取締役
(社外取締役を除く。)

72,912 72,912 ― ― ― 7

監査役
(社外監査役を除く。)

11,700 11,700 ― ― ― 2

社外役員 6,687 6,687 ― ― ― 4

(注) 1 取締役の支給額には、使用人兼務役員の使用人分は含まれておりません。

2 当事業年度末の人員は、取締役10名（うち社外取締役1名）であります。上記の支給人員と相違して

いるのは退任した取締役１名および、無報酬の取締役が2名在任しているためであります。

③ 役員ごとの報酬等の総額等

報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。

④ 役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動内容

常勤取締役の報酬は役位別に定める報酬の額とし、また非常勤取締役の報酬は、社会的地位や貢献度との見合

いにおいて、取締役会で決定しております。

(5) 【株式の保有状況】

① 投資株式の区分の基準及び考え方

当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、純投

資目的で保有する場合は、運用枠・期間を設定し預金利息以上の利益を確保できるよう努力いたします。また、

純投資目的以外の目的で保有する場合は業務の円滑な運営等の取引関係の強化によって得られるメリットと投資

金額等を総合的に判断して、必要最小限の保有としております。

② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

ａ．保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の

内容

当社は、取締役会で定期的に報告を実施し、保有継続の妥当性について検証しております。また政策保有株

式の議決権行使については、コーポレート・ガバナンスが機能しているか、企業価値の維持・向上に資するも

のであるか、株主還元に配慮しているかの3つの視点を基に株主総会に付議される議案毎に個別に検討しており

ます。

ｂ．銘柄数及び貸借対照表計上額

銘柄数
(銘柄)

貸借対照表計上額の
合計額(千円)

非上場株式 2 5,314

非上場株式以外の株式 ― ―



株式会社京都ホテル

― 35 ―

（当事業年度において株式数が増加した銘柄）

該当事項はありません。

（当事業年度において株式数が減少した銘柄）

該当事項はありません。

ｃ．特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報

特定投資株式

該当事項はありません。

みなし保有株式

該当事項はありません。

③ 保有目的が純投資目的である投資株式

該当事項はありません。

④ 当事業年度に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの

該当事項はありません。

⑤ 当事業年度の前4事業年度及び当事業年度に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更

したもの

該当事項はありません。
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５ 【従業員の状況等】

(1) 【人材戦略に関する基本方針等】

当社において、人材は高い付加価値を生み出す源泉であり、社員の一人ひとりが持つ多様な能力を最大限に発揮で

きる環境を整備することが、今後においても最重要課題の一つと考えています。教育・研修による能力開発と働き

やすい職場環境の形成を通じて社員の一人ひとりの働きがいを高めながら、企業価値向上の実現を目指してまいり

ます。

このような観点から、下記の人材基本方針に基づき、プロのホテルスタッフとして自立できるよう、OJTとともに

後述の階層別研修を中心に必要なスキルを着実に身につける取り組みを行っています。かかる取り組みは、「京都

ホテル」及び「オークラニッコーホテルズ」のさらなるブランド力の強化を目指す基盤となるものと考えていま

す。

加えて、人材戦略および人材育成の根幹に据えるべきものは、社員への「経営理念の維持と浸透」であると考え

ています。社員の役割は多様であっても、ホテル全体として各部門が連携しつつお客様に対して高い付加価値を提

供するためには、社員が同じ価値観、目標を堅持していることが必要不可欠であり、経営理念の社員間の共有は徹

底して実践してまいります。

また、給与等の面においても、社員の能力向上や成果を適切に評価・処遇へ反映することで、成長意欲の向上と

人材の確保・定着を図ってまいります。

①①①①①．．．．．人材に対する教育基本方人材に対する教育基本方人材に対する教育基本方人材に対する教育基本方人材に対する教育基本方針針針針針

イイイイイ 階層別階層別階層別階層別階層別・・・・・職種別教育職種別教育職種別教育職種別教育職種別教育ののののの強強強強強化化化化化

新入社員から管理職に至るまで、各階層に応じた研修体系を整備するとともに、職種ごとの専門性（フロント、

料飲、営業等）を高めることで、一流ホテルとして提供する品質の均一化と高度化を図ります。

ロロロロロ ホスピタリティマインドホスピタリティマインドホスピタリティマインドホスピタリティマインドホスピタリティマインドののののの深深深深深化化化化化

当社ブランドの根幹である「顧客主義」の精神を全社員に浸透させ、形式的な接遇にとどまらず、状況に応じ

た柔軟かつ高度なホスピタリティを実践できる人材を育成します。

ハハハハハ ブランドブランドブランドブランドブランド教育教育教育教育教育・・・・・社内社内社内社内社内ブランディングのブランディングのブランディングのブランディングのブランディングの推推推推推進進進進進

「京都ホテル」および「オークラニッコーホテルズ」の歴史・理念・価値への理解を深め、全社員がブランド

のアンバサダーとして行動できる状態を目指します。

ニニニニニ 多能工化多能工化多能工化多能工化多能工化・・・・・キャリアキャリアキャリアキャリアキャリア開発開発開発開発開発ののののの推推推推推進進進進進

部門を越えた業務理解とスキル習得を促進し、人事異動や社内人材交流を活発化することで、社員の成長機会

の拡大と組織の柔軟性向上を図ります。

ホホホホホ 評価評価評価評価評価とフィードバックのとフィードバックのとフィードバックのとフィードバックのとフィードバックの仕組仕組仕組仕組仕組みみみみみ強強強強強化化化化化

定期的な評価制度と上長のフィードバック面談を通じて、個人の成長課題を明確化し、継続的なスキル向上に

つなげる仕組みを構築します。

ヘヘヘヘヘ IIIIITTTTT化化化化化ととととと業務効率化教業務効率化教業務効率化教業務効率化教業務効率化教育育育育育

ホテル運営におけるIT化やデジタルツールの取り扱い能力を強化し、生産性の向上と顧客対応品質の向上を図

ります。
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（（（（（当社の研修体当社の研修体当社の研修体当社の研修体当社の研修体系系系系系）））））

（（（（（第第第第第３３３３３次中期経営計次中期経営計次中期経営計次中期経営計次中期経営計画画画画画 人材の確保人材の確保人材の確保人材の確保人材の確保・・・・・定定定定定着着着着着）））））

第３次中期経営計画の重点施策として人材の確保・定着に取り組み、「多様な人材の確保」「エンゲージメン

トの醸成」「人材教育の推進」を計画の骨子に定め、それらを実現するために、人材活用、待遇改善、各種社内

研修および自己啓発に取り組んでいます。

②②②②②．．．．．経営理念の維持と浸透に経営理念の維持と浸透に経営理念の維持と浸透に経営理念の維持と浸透に経営理念の維持と浸透についついついついついててててて

（（（（（ 顧顧顧顧顧 客客客客客 主主主主主 義義義義義 ）））））

お客様が当社の様々な商品やサービスを利用されて、そのサービスや商品に価値を感じて満足いただくこと。

そしてその対価となる適正な報酬を支払っていただくことは、ホテルの経営としての大切な目的です。

“おもてなしの心を大切に”

“どうすればお客様に最高(最適)のサービス提供が出来るか”

“更にお客様に満足を提供するにはどうすればよいのか”を常に考えながら業務を行っています。お客様のた

めに労を惜しまず、笑顔を忘れず、期待に応えることが信頼につながると考えております。
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（（（（（ステークホルダーからのステークホルダーからのステークホルダーからのステークホルダーからのステークホルダーからの信信信信信頼頼頼頼頼）））））

当社の「ステークホルダー」とは、お客様、株主や投資家、ビジネスパートナー、従業員とその家族、地域社

会などを指します。私たちが永きにわたって経営を続けてこられたのは、多くのステークホルダーとの間に、強

い信頼関係があったからだと考えております。

私達だけではホテルの運営はできません。これからもステークホルダーからの期待に応えていくことが、社会

的な信頼度を高めることにつながると考えております。

（（（（（従業員満足の向従業員満足の向従業員満足の向従業員満足の向従業員満足の向上上上上上）））））

京都ホテルで働く従業員ひとりひとりの「幸せ」を大切にし、自分の夢を実現できること、つまり「働きが

い」や「自己実現の可能性」を持って仕事ができるように経営を続けることは、当社の大きな目的のひとつで

す。これは、当社で働く従業員の「幸せ」な気持ちをなくして、お客様に本当の「幸せ」を届けることは難しい

と考えるためです。併せて、会社の発展・自己実現のためには、従業員のひとりひとりが自分の技能や能力の向

上に努めて、スキルアップを行うことで会社に貢献する必要があると考えております。

③③③③③．．．．．給与決定方針につい給与決定方針につい給与決定方針につい給与決定方針につい給与決定方針についててててて
当社は、人材を高い付加価値を生み出す源泉と位置づけており、社員一人ひとりが能力を最大限に発揮し、成

長できる環境づくりを重要な経営課題と考えております。社員がホスピタリティマインドの深化、専門性の向上、

ブランド価値の体現、多能工化やキャリア開発などを通じて成長することで、持続的にお客様から選ばれるホテ

ルの実現を目指しております。この方針のもと、職種やキャリアステージに応じた体系的な教育・研修機会を提

供するとともに、評価やフィードバックを通じて継続的な能力開発を促進しております。社員が顧客主義の精神

を実践し、お客様、株主・投資家、取引先、地域社会をはじめとするステークホルダーから信頼される人材へと

成長することが、当社の企業価値向上につながるものと考えております。

当社は、社員の能力および成果を適切に処遇へ反映することを基本方針としております。給与面については、

各社員の職務内容、職務遂行能力、保有スキル、業績評価等を総合的に勘案して決定しております。また、昇給

については人事評価結果および能力開発の状況等を踏まえて実施し、賞与については会社業績および個人評価を

勘案して支給額を決定しております。

また、業績向上により創出された成果については、財務健全性との均衡を図りつつ、社員へ還元する方針とし

ております。能力向上に応じた処遇の改善に加え、業績の向上等を踏まえた賃金水準全体の見直しにも継続的に

取り組むことで、社員の働きがいの向上および人材の確保・定着を図ってまいります。
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(2) 【従業員の状況】

① 提出会社の状況

2026年3月31日現在

従業員数(人) 平均年齢(歳) 平均勤続年数(年) 平均年間給与(円)
平均年間給与の対前
事業年度増減率(％)

364(79) 39.9 13.6 4,852,434 7.3

(注) １ 従業員数は就業人員(受入出向者を含み、他社への出向者及び臨時従業員を含んでおりません。)であり、従

業員数の( )は、臨時従業員(契約社員、パートタイマー、配ぜん人を含み、人材会社からの派遣社員を除

く。)の当事業年度の平均雇用人員を外書きで記載しております。

２ 平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。

３ 当社は、ホテル経営及びホテル付随業務の単一セグメントであるため、セグメント別の記載を省略しており

ます。

② 労働組合の状況

当社の従業員で組織する労働組合は、京都ホテル労働組合と称し、サービス・ツーリズム産業労働組合連合会に

所属しております。

2026年3月末現在の組合員数は257人であります。

労働組合との間には特記すべき事項はありません。

③ 管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異

当事業年度

管理職に占める
女性労働者の割合(％)

(注1)

男性労働者の
育児休業取得率(％)

(注2)

労働者の男女の
賃金の差異(％)(注1)

全労働者
正規雇用
労働者

パート・
有期労働者

14.7 50.0 70.2 77.1 53.5

(注) １ 「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(2015年法律第64号)の規定に基づき算出したものであ

ります。

２ 「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(1991年法律第76号)の規定に

基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(1991年労

働省令第25号)第71条の6第1号における育児休業等の取得割合を算出したものであります。
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第５ 【経理の状況】

１ 財務諸表の作成方法について

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」 (1963年大蔵省令第59号)に基づいて作

成しております。

２ 監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2025年4月1日から2026年3月31日まで)の財務

諸表について、ひかり監査法人により監査を受けております。

３ 連結財務諸表について

当社は子会社がありませんので、連結財務諸表を作成しておりません。

４ 財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組について

当社は、財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組を行っております。具体的には、会計基準等の内容を適

切に把握するため、公益財団法人財務会計基準機構へ加入し、会計基準の変更等について的確に対応するための情報

収集に努めております。
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１ 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

①【貸借対照表】

(単位：千円)

前事業年度
(2025年３月31日)

当事業年度
(2026年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,477,930 4,140,283

売掛金 ※1 527,951 ※1 605,778

原材料及び貯蔵品 68,074 70,570

前払費用 37,342 37,380

その他 10,972 11,151

貸倒引当金 △137 △63

流動資産合計 4,122,135 4,865,100

固定資産

有形固定資産

建物（純額） ※4 6,849,735 ※4 6,439,155

構築物（純額） 12,748 11,433

機械装置及び運搬具（純額） 70,834 55,154

器具及び備品（純額） 143,196 141,495

土地 4,889,637 4,889,637

リース資産（純額） 87,455 161,258

建設仮勘定 ― 44,000

有形固定資産合計 ※2,※3 12,053,607 ※2,※3 11,742,134

無形固定資産

ソフトウエア 4,078 44,231

リース資産 47,131 37,190

電話加入権 4,197 4,197

無形固定資産合計 55,407 85,619

投資その他の資産

投資有価証券 5,314 5,314

長期前払費用 6,302 10,690

前払年金費用 77,218 117,946

差入保証金 52,032 52,425

繰延税金資産 241,032 211,584

その他 14,630 14,730

投資その他の資産合計 396,530 412,691

固定資産合計 12,505,546 12,240,445

資産合計 16,627,681 17,105,545
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(単位：千円)

前事業年度
(2025年３月31日)

当事業年度
(2026年３月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 178,067 186,145

1年内償還予定の社債 ※3 64,000 ※3 64,000

1年内返済予定の長期借入金 ※3 460,000 ※3 460,000

リース債務 33,861 55,206

未払金 604,258 645,658

未払費用 85,225 91,719

未払法人税等 4,990 4,990

前受金 ※1 129,393 ※1 112,846

預り金 62,628 73,892

前受収益 ※1 47,420 ※1 47,550

賞与引当金 71,490 75,090

その他 4,512 4,632

流動負債合計 1,745,847 1,821,733

固定負債

社債 ※3 936,000 ※3 872,000

長期借入金 ※3 10,640,000 ※3 10,180,000

リース債務 116,020 167,773

長期未払金 33,576 115,021

長期預り保証金 495,932 490,802

固定負債合計 12,221,528 11,825,597

負債合計 13,967,375 13,647,330

純資産の部

株主資本

資本金 100,000 100,000

資本剰余金

資本準備金 25,000 25,000

その他資本剰余金 929,635 929,635

資本剰余金合計 954,635 954,635

利益剰余金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金 1,605,850 2,403,760

利益剰余金合計 1,605,850 2,403,760

自己株式 △180 △180

株主資本合計 2,660,305 3,458,215

純資産合計 2,660,305 3,458,215

負債純資産合計 16,627,681 17,105,545
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②【損益計算書】

(単位：千円)
前事業年度

(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)

当事業年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)

売上高

室料売上 3,892,793 4,066,202

料理売上 2,857,084 2,981,182

飲料売上 541,470 565,042

雑貨売上 383,804 411,317

その他売上 1,683,602 1,748,369

売上高合計 ※1 9,358,753 ※1 9,772,113

売上原価

料理原価 866,886 899,692

飲料原価 117,064 121,584

雑貨原価 294,617 316,247

その他原価 108,318 141,457

売上原価合計 1,386,886 1,478,982

売上総利益 7,971,867 8,293,130

販売費及び一般管理費 ※2 7,055,399 ※2 7,184,461

営業利益 916,467 1,108,669

営業外収益

受取利息 755 2,010

補助金収入 3,347 2,580

利子補給金 9,999 ―

受取手数料 3,083 3,482

基地局設置手数料 3,320 3,320

受取保険金 2,391 2,053

その他 6,264 4,740

営業外収益合計 29,161 18,188

営業外費用

支払利息 164,457 205,585

支払手数料 103,419 4,500

その他 1,325 540

営業外費用合計 269,202 210,626

経常利益 676,427 916,230

特別損失

固定資産除却損 ※3 6,540 ※3 7,333

特別損失合計 6,540 7,333

税引前当期純利益 669,886 908,897

法人税、住民税及び事業税 5,082 5,229

法人税等調整額 △106,739 29,448

法人税等合計 △101,656 34,677

当期純利益 771,543 874,219
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③【株主資本等変動計算書】

前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

(単位：千円)

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計
その他利益剰余金

利益剰余金合計
繰越利益剰余金

当期首残高 100,000 25,000 929,635 954,635 934,632 934,632

当期変動額

剰余金の配当 △100,325 △100,325

当期純利益 771,543 771,543

当期変動額合計 - - - - 671,217 671,217

当期末残高 100,000 25,000 929,635 954,635 1,605,850 1,605,850

株主資本

純資産合計
自己株式 株主資本合計

当期首残高 △180 1,989,088 1,989,088

当期変動額

剰余金の配当 △100,325 △100,325

当期純利益 771,543 771,543

当期変動額合計 - 671,217 671,217

当期末残高 △180 2,660,305 2,660,305
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当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)

(単位：千円)

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計
その他利益剰余金

利益剰余金合計
繰越利益剰余金

当期首残高 100,000 25,000 929,635 954,635 1,605,850 1,605,850

当期変動額

剰余金の配当 △76,309 △76,309

当期純利益 874,219 874,219

当期変動額合計 - - - - 797,910 797,910

当期末残高 100,000 25,000 929,635 954,635 2,403,760 2,403,760

株主資本

純資産合計
自己株式 株主資本合計

当期首残高 △180 2,660,305 2,660,305

当期変動額

剰余金の配当 △76,309 △76,309

当期純利益 874,219 874,219

当期変動額合計 - 797,910 797,910

当期末残高 △180 3,458,215 3,458,215
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④【キャッシュ・フロー計算書】

(単位：千円)
前事業年度

(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)

当事業年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益 669,886 908,897

減価償却費 696,270 700,040

貸倒引当金の増減額（△は減少） △73 △74

賞与引当金の増減額（△は減少） △30 3,600

前払年金費用の増減額（△は増加） △37,661 △40,728

受取利息及び受取配当金 △755 △2,010

支払利息 164,457 205,585

固定資産除却損 6,540 7,333

補助金収入 △3,347 △2,580

利子補給金 △9,999 -

売上債権の増減額（△は増加） 64,843 △77,826

棚卸資産の増減額（△は増加） 690 △2,495

仕入債務の増減額（△は減少） △7,161 50,817

未払金の増減額（△は減少） △75,397 37,506

その他 △51,209 38,075

小計 1,417,052 1,826,139

利息及び配当金の受取額 755 2,010

利息の支払額 △173,640 △205,340

補助金の受取額 3,347 2,580

利子補給金の受取額 14,164 -

法人税等の支払額 △5,082 △5,229

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,256,596 1,620,161

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △52,238 △293,326

無形固定資産の取得による支出 △332 △8,669

その他 979 △493

投資活動によるキャッシュ・フロー △51,591 △302,488

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入 11,100,000 -

長期借入金の返済による支出 △10,616,000 △460,000

リース債務の返済による支出 △40,031 △35,347

割賦債務の返済による支出 △44,823 △19,919

社債の発行による収入 1,000,000 -

社債の償還による支出 △2,000,000 △64,000

配当金の支払額 △99,667 △76,052

財務活動によるキャッシュ・フロー △700,522 △655,319

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 504,482 662,353

現金及び現金同等物の期首残高 2,973,447 3,477,930

現金及び現金同等物の期末残高 ※1 3,477,930 ※1 4,140,283



株式会社京都ホテル

― 47 ―

【注記事項】

(重要な会計方針)

１ 有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの

時価法によっております。

市場価格のない株式等

移動平均法による原価法によっております。

２ 棚卸資産の評価基準及び評価方法

原材料及び貯蔵品

総平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算定）によっております。

３ 固定資産の減価償却の方法

イ 有形固定資産（リース資産を除く）

主要な設備については、定額法によっております。

なお、主な耐用年数は、2～50年であります。また、2007年3月31日以前に取得したものについては、償却可能

限度額まで償却が終了した翌年から5年間で均等償却する定額法によっております。

ロ 無形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっております。

なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づいております。

ハ リース資産

・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用しております。

・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

ニ 長期前払費用

用役又は期間に応じた均等償却によっております。

４ 引当金の計上基準

イ 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権に

ついては個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

ロ 賞与引当金

従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき当事業年度に見合う額を計上しており

ます。

ハ 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当事業

年度末において発生していると認められる額を計上しております。

① 退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付

算定式基準によっております。

② 数理計算上の差異の費用処理方法

数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(6年)による定

額法により按分額をそれぞれ発生の翌事業年度より費用処理することとしております。

５ 収益及び費用の計上基準

当社は、主に宿泊、宴会、レストラン及びこれらに付随するホテルサービスを国内外の顧客に対して提供してお

り、顧客にサービスを提供した時点及び商品を引き渡した時点でこれらの履行義務が充足されることから、当該時

点で収益を認識しております。

なお、サービスの提供のうち、当社が代理人に該当すると判断したものについては、他の当事者が提供するサー

ビスと交換に受け取る額から当該他の当事者に支払う額を控除した純額を収益として認識しております。

また、他社ポイントの付与額については、当社がポイント運営会社のために回収した金額であるため、取引価格

から減額しております。

６ キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負

わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期的な投資からなっております。
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(重要な会計上の見積り)

１. 繰延税金資産の回収可能性

(1)財務諸表に計上した金額

(単位：千円)

前事業年度 当事業年度

繰延税金資産

(繰延税金負債相殺前) 268,321 253,266

(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

繰延税金資産は、「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号 2018年2月16

日）に定める会社分類に基づき、当事業年度末における将来減算一時差異及び税務上の繰越欠損金に対して、将

来の税金負担額を軽減することができる範囲内で計上しております。

繰延税金資産の計上に当たっては、将来計画に基づき一時差異等加減算前課税所得の見積りを行っており、そ

の算出に用いた主要な仮定は、事業計画の策定に当たり考慮した当社の経営環境、市場動向及び事業上のリスク

等、不確実性の高い様々な要因に関するものであります。

上記の仮定は、外部環境の変化等により影響を受ける可能性があり、仮定の見直し等が必要となった場合には

翌事業年度の繰延税金資産の金額に影響を与える可能性があります。

２. 固定資産の減損

(1)財務諸表に計上した金額

(単位：千円)

前事業年度 当事業年度

有形固定資産 12,053,607 11,742,134

無形固定資産 55,407 85,619

減損損失 ― ―

(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

当社は、事業用資産についてはホテル施設(ホテルオークラ京都、からすま京都ホテル)ごとに、共用資産につ

いては共用資産を含むより大きな単位で資産のグルーピングを行っております。

当社は、減損の兆候のある資産又は資産グループから得られる割引前将来キャッシュ・フローの総額が帳簿価

額を下回る場合には、帳簿価額が回収可能価額を超える部分を減損損失として計上することとしております。

割引前将来キャッシュ・フローは、使用価値については経営者により承認された事業計画に基づき算定してお

り、事業計画の最終年度以降の期間については、経営環境を考慮して見積もった成長率を用いてキャッシュ・フ

ローを算定しております。また、正味売却価額については不動産鑑定士から入手した不動産鑑定書に基づき算定

しています。

当事業年度においては、事業用資産および共用資産については減損の兆候はないものと判断しております。

なお、減損の兆候の把握、減損損失の認識判定にあたっては慎重に検討しておりますが、事業環境の変化によ

り当初想定した収益が見込めなくなった場合には、減損損失が発生する可能性があります。

(未適用の会計基準等)

・「リースに関する会計基準」(企業会計基準第34号 2024年9月13日)

・「リースに関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第33号 2024年9月13日)

ほか、関連する企業会計基準、企業会計基準適用指針、実務対応報告及び移管指針の改正

(1) 概要

国際的な会計基準と同様に、借手のすべてのリースについて資産・負債を計上する等の取扱いを定めるもので

す。企業会計基準委員会のリースに関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、国際財務報告基準

（IFRS）第16号「リース」等と同様に、リースがファイナンス・リースであるかオペレーティング・リースであ

るかにかかわらず、原資産に対する使用権が借手に移転するととらえることにより、借手において使用権資産と

リース負債を計上する使用権モデルが採用されました。ただし、IFRS第16号の定めを全て取り入れるのではなく、

主要な定めの内容のみ取り入れることにより簡素で利便性が高くなり、また、国際的な比較可能性を大きく損な

わせない範囲で代替的な取扱いを定めることとされております。

(2) 適用予定日

2028年3月期の期首より適用予定であります。

(3) 当該会計基準等の適用による影響

「リースに関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。
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(表示方法の変更)

（貸借対照表関係）

当事業年度において、仕入支払システム運用の変更に伴い、より適切な表示の観点から「買掛金」および「未

払金」の区分を整理し、表示科目の見直しを実施いたしました。この表示方法の変更を反映させるため、前事業

年度の貸借対照表の「流動負債」に表示していた、「買掛金」135,327千円、「未払金」646,997千円は、「買掛

金」178,067千円、「未払金」604,258千円として表示しております。

(貸借対照表関係)

※１ 顧客との契約から生じた債権及び契約負債

顧客との契約から生じた債権及び契約負債の金額は、財務諸表「注記事項（収益認識関係）(3)①契約負債の

残高等」に記載しております。

※２ 有形固定資産の減価償却累計額

前事業年度

(2025年3月31日)

当事業年度

(2026年3月31日)

14,728,459千円 15,348,615千円

減価償却累計額には減損損失累計額を含んでおります。

※３ 担保に供している資産及び担保に係る債務

委託者、受益者を当社とする信託受益権を担保に供しております。

①担保に供している資産は以下のとおりであります。

前事業年度

(2025年3月31日)

当事業年度

(2026年3月31日)

建物等 5,445,827千円 5,011,565千円

土地 3,959,692 3,959,692

②担保に係る債務は以下のとおりであります。

前事業年度

(2025年3月31日)

当事業年度

(2026年3月31日)

1年内償還予定の社債 64,000千円 64,000千円

1年内返済予定の長期借入金 460,000 460,000

社債 936,000 872,000

長期借入金 10,640,000 10,180,000

※４ 固定資産圧縮記帳額

保険金等で取得した有形固定資産の取得原価から控除している圧縮記帳額は、次のとおりであります。

前事業年度
(2025年3月31日)

当事業年度
(2026年3月31日)

建物 3,362千円 3,362千円

(損益計算書関係)

※１ 顧客との契約から生じる収益

売上高については、顧客との契約から生じる収益及びそれ以外の収益を区分して記載しておりません。顧客

との契約から生じる収益の金額は、財務諸表「注記事項（収益認識関係）１．顧客との契約から生じる収益を

分解した情報」に記載しております。
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※２ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額並びにおおよその割合は、次のとおりであります。

前事業年度
(自 2024年4月1日
至 2025年3月31日)

当事業年度
(自 2025年4月1日
至 2026年3月31日)

給与及び賞与 2,299,519千円 2,382,340千円

賞与引当金繰入額 71,490 75,090

賃借料 322,275 323,585

業務委託費 690,749 717,939

水道光熱費 423,244 411,141

消耗品費 377,280 391,709

減価償却費 696,270 700,040

退職給付費用 49,487 44,471

おおよその割合

販売費 22.7％ 22.3％

一般管理費 77.3％ 77.7％

※３ 固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。

前事業年度
(自 2024年4月1日
至 2025年3月31日)

当事業年度
(自 2025年4月1日
至 2026年3月31日)

建物及び構築物 402千円 0千円
機械装置及び運搬具 0 91
器具及び備品 0 0
撤去費用 6,138 7,241
計 6,540 7,333

(株主資本等変動計算書関係)

前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

１ 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

当事業年度期首(株) 増加(株) 減少(株) 当事業年度末(株)

発行済株式

普通株式 12,065,400 ― ― 12,065,400

Ａ種優先株式 1,000 ― ― 1,000

合計 12,066,400 ― ― 12,066,400

自己株式

普通株式 242 ― ― 242

合計 242 ― ― 242

２ 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

該当事項はありません。

３ 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり配当額

(円)
基準日 効力発生日

2024年6月18日
定時株主総会

普通株式 60,325 5.00 2024年3月31日 2024年6月19日

2024年6月18日
定時株主総会

Ａ種優先株式 40,000 40,000.00 2024年3月31日 2024年6月19日

(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

2025年6月24日
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 36,195 3.00 2025年3月31日 2025年6月25日

2025年6月24日
定時株主総会

Ａ種優先株式 利益剰余金 40,113 40,113.97 2025年3月31日 2025年6月25日
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当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)

１ 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

当事業年度期首(株) 増加(株) 減少(株) 当事業年度末(株)

発行済株式

普通株式 12,065,400 ― ― 12,065,400

Ａ種優先株式 1,000 ― ― 1,000

合計 12,066,400 ― ― 12,066,400

自己株式

普通株式 242 ― ― 242

合計 242 ― ― 242

２ 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

該当事項はありません。

３ 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり配当額

(円)
基準日 効力発生日

2025年6月24日
定時株主総会

普通株式 36,195 3.00 2025年3月31日 2025年6月25日

2025年6月24日
定時株主総会

Ａ種優先株式 40,113 40,113.97 2025年3月31日 2025年6月25日

(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

次の剰余金の配当に関する事項は、2026年6月29日開催予定の定時株主総会の決議事項となっております。

決議予定 株式の種類 配当の原資
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

2026年6月29日
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 60,325 5.00 2026年3月31日 2026年6月30日

2026年6月29日
定時株主総会

Ａ種優先株式 利益剰余金 40,000 40,000.00 2026年3月31日 2026年6月30日

(キャッシュ・フロー計算書関係)

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりでありま

す。

前事業年度
(自 2024年4月1日
至 2025年3月31日)

当事業年度
(自 2025年4月1日
至 2026年3月31日)

現金及び預金 3,477,930千円 4,140,283千円

預入期間が3ケ月を超える
定期預金

― ―

現金及び現金同等物 3,477,930 4,140,283

(リース取引関係)

１ ファイナンス・リース取引（借主側）

所有権移転ファイナンス・リース取引

・リース資産の内容

（有形固定資産）

ホテル館内の空調設備（建物）等であります。

・リース資産の減価償却の方法

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用しております。

所有権移転外ファイナンス・リース取引

・リース資産の内容

（有形固定資産）

業務用PCおよびプリンタ等であります。

（無形固定資産）

人事システム更新におけるコンピュータソフトであります。
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・リース資産の減価償却の方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

２ オペレーティング・リース取引(借主側)

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料

(単位：千円)

前事業年度

(2025年3月31日)

当事業年度

(2026年3月31日)

1年内 240,458 240,229

1年超 480,229 240,000

合計 720,687 480,229

(金融商品関係)

１ 金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

当社は、資金運用については短期的な預金に限定し、資金調達については銀行借入及び社債発行により行って

おります。売掛債権は必要な与信管理を行い、早期回収に努めており、ほとんどの債権は1ヶ月以内の入金期日で

あります。投資有価証券については非上場株式であり、定期的に発行体の財務状況等を把握しております。借入

金及び社債等の使途は、運転資金及び設備投資資金であります。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク

営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクにさらされております。

営業債務である買掛金、未払金は、ほとんど1年以内の支払期日であります。社債、借入金、リース債務及び割

賦未払金は、主に設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであり、償還日は決算日後、最長で4年後であり

ます。また、変動金利の借入金は、金利の変動リスクにさらされております。

差入保証金は、ホテル関連施設等の賃貸借取引に伴うものであり、差入先の信用リスクにさらされておりま

す。

(3) 金融商品に係るリスク管理体制

① 信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理

当社は、売掛債権管理規程に従い、営業債権について、各事業部門における管理担当が主要な取引先の状況

を定期的にモニタリングし、取引相手ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状況等の悪化等による回

収懸念の早期把握や軽減を図っております。

当期の決算日現在における最大信用リスク額は、信用リスクにさらされる金融資産の貸借対照表価額により

表わされています。

② 資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理

当社は、各部署からの報告に基づき経理担当が適時に資金繰り計画を作成・更新することなどの方法により、

流動性リスクを管理しております。

(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、

当該価額が変動することもあります。

２ 金融商品の時価等に関する事項

貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

前事業年度(2025年3月31日)
(単位：千円)

貸借対照表計上額 時価 差額

(1) 差入保証金 52,032 47,926 △4,106

資産計 52,032 47,926 △4,106

(1) 社債(注３) 1,000,000 998,602 △1,397

(2) 長期借入金(注４) 11,100,000 11,062,987 △37,012

(3) リース債務(注５) 149,882 142,970 △6,911

(4) 長期割賦未払金(注６) 43,270 42,285 △985

(5) 長期預り保証金 495,932 355,678 △140,253

負債計 12,789,085 12,602,524 △186,560
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(注１)「現金及び預金」「売掛金」「買掛金」「未払金」については、現金であること、及び短期間で決済される

ため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。

(注２)市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。

区分 前事業年度(千円)

非上場株式 5,314

(注３)貸借対照表の流動負債に計上されている「1年内償還予定の社債」を含めております。

(注４)貸借対照表の流動負債に計上されている「1年内返済予定の長期借入金」を含めております。

(注５)貸借対照表の流動負債に計上されている「リース債務」を含めております。

(注６)貸借対照表の流動負債に計上されている「割賦未払金」を含めております。

当事業年度(2026年3月31日)
(単位：千円)

貸借対照表計上額 時価 差額

(1) 差入保証金 52,425 45,710 △6,714

資産計 52,425 45,710 △6,714

(1) 社債(注３) 936,000 934,720 △1,279

(2) 長期借入金(注４) 10,640,000 10,610,859 △29,140

(3) リース債務(注５) 222,980 220,608 △2,372

(4) 長期割賦未払金(注６) 147,299 144,023 △3,276

(5) 長期預り保証金 490,802 307,165 △183,636

負債計 12,437,081 12,217,378 △219,703

(注１)「現金及び預金」「売掛金」「買掛金」「未払金」については、現金であること、及び短期間で決済される

ため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。

(注２)市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。

区分 当事業年度(千円)

非上場株式 5,314

(注３)貸借対照表の流動負債に計上されている「1年内償還予定の社債」を含めております。

(注４)貸借対照表の流動負債に計上されている「1年内返済予定の長期借入金」を含めております。

(注５)貸借対照表の流動負債に計上されている「リース債務」を含めております。

(注６)貸借対照表の流動負債に計上されている「割賦未払金」を含めております。

３ 金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額

前事業年度(2025年3月31日)
(単位：千円)

1年以内
1年超
5年以内

5年超
10年以内

10年超

現金及び預金 3,477,930 ― ― ―

売掛金 527,951 ― ― ―

差入保証金 ― 1,113 50,919 ―

合計 4,005,881 1,113 50,919 ―

当事業年度(2026年3月31日)
(単位：千円)

1年以内
1年超
5年以内

5年超
10年以内

10年超

現金及び預金 4,140,283 ― ― ―

売掛金 605,778 ― ― ―

差入保証金 ― 1,506 50,919 ―

合計 4,746,061 1,506 50,919 ―
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４ 社債、長期借入金、リース債務及びその他の有利子負債の決算日後の返済予定額

前事業年度(2025年3月31日)

(単位：千円)

1年以内
1年超
2年以内

2年超
3年以内

3年超
4年以内

4年超
5年以内

5年超

社債 64,000 64,000 64,000 64,000 744,000 ―

長期借入金 460,000 460,000 460,000 460,000 9,260,000 ―

リース債務 33,861 34,490 34,823 30,175 16,530 ―

長期割賦未払金 11,374 9,381 9,564 8,851 4,098 ―

合計 569,236 567,872 568,387 563,027 10,024,629 ―

当事業年度(2026年3月31日)

(単位：千円)

1年以内
1年超
2年以内

2年超
3年以内

3年超
4年以内

4年超
5年以内

5年超

社債 64,000 64,000 64,000 744,000 ― ―

長期借入金 460,000 460,000 460,000 9,260,000 ― ―

リース債務 55,206 55,961 51,891 38,841 21,080 ―

長期割賦未払金 33,433 34,051 33,784 29,484 16,545 ―

合計 612,639 614,012 609,675 10,072,325 37,626 ―

５ 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベルに分

類しております。

レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の

算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価

レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価の算定に

係るインプットを用いて算定した時価

レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属

するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

① 時価で貸借対照表に計上している金融商品

該当事項はありません。

② 時価で貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品

前事業年度(2025年3月31日)
(単位：千円)

区分
時価

レベル1 レベル2 レベル3 合計

差入保証金 ― 47,926 ― 47,926

社債 ― 998,602 ― 998,602

長期借入金 ― 11,062,987 ― 11,062,987

リース債務 ― 142,970 ― 142,970

長期割賦未払金 ― 42,285 ― 42,285

長期預り保証金 ― 355,678 ― 355,678

当事業年度(2026年3月31日)
(単位：千円)

区分
時価

レベル1 レベル2 レベル3 合計

差入保証金 ― 45,710 ― 45,710

社債 ― 934,720 ― 934,720

長期借入金 ― 10,610,859 ― 10,610,859

リース債務 ― 220,608 ― 220,608

長期割賦未払金 ― 144,023 ― 144,023

長期預り保証金 ― 307,165 ― 307,165
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（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

差入保証金

差入保証金については、償還予定時期を見積り、リスクフリー・レートを基に、割引現在価値法により算定し

ており、レベル２の時価に分類しております。

社債、長期借入金、リース債務及び長期割賦未払金

これらの時価は、元利金の合計額と、当該債務の残存期間及び信用リスクを加味した利率を基に、割引現在価

値法により算定しており、レベル２の時価に分類しております。

長期預り保証金

長期預り保証金については、償還予定時期を見積り、リスクフリー・レートを基に、割引現在価値法により算

定しており、レベル２の時価に分類しております。

(退職給付関係)

１ 採用している退職給付制度の概要

当社は、従業員の退職給付に充てるため、積立型、非積立型の確定給付制度及び確定拠出制度を採用しており

ます。

確定給付企業年金制度(積立型制度であります。)では、給与と勤務期間に基づいた一時金又は年金を支給して

おります。確定給付企業年金制度には、退職給付信託が設定されております。

２ 確定給付制度

(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

（千円）

前事業年度
(自 2024年4月1日
至 2025年3月31日)

当事業年度
(自 2025年4月1日
至 2026年3月31日)

退職給付債務の期首残高 805,307 752,630

勤務費用 50,122 47,352

利息費用 5,395 9,031

数理計算上の差異の発生額 △46,215 △73,790

退職給付の支払額 △61,979 △40,261

退職給付債務の期末残高 752,630 694,962

(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表

（千円）

前事業年度
(自 2024年4月1日
至 2025年3月31日)

当事業年度
(自 2025年4月1日
至 2026年3月31日)

年金資産の期首残高 1,020,723 994,421

期待運用収益 20,414 19,888

数理計算上の差異の発生額 △24,618 101,400

事業主からの拠出額 39,880 40,065

退職給付の支払額 △61,979 △40,261

年金資産の期末残高 994,421 1,115,514

(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金費用の調整表

（千円）

前事業年度
(2025年3月31日)

当事業年度
(2026年3月31日)

積立型制度の退職給付債務 752,630 694,962

年金資産 △994,421 △1,115,514

未積立退職給付債務 △241,790 △420,551

未認識数理計算上の差異 164,572 302,604

貸借対照表に計上された負債と資産の純額 △77,218 △117,946

退職給付引当金 ― ―

前払年金費用 △77,218 △117,946

貸借対照表に計上された負債と資産の純額 △77,218 △117,946
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(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

（千円）

前事業年度
(自 2024年4月1日
至 2025年3月31日)

当事業年度
(自 2025年4月1日
至 2026年3月31日)

勤務費用 50,122 47,352

利息費用 5,395 9,031

期待運用収益 △20,414 △19,888

数理計算上の差異の費用処理額 △32,883 △37,158

確定給付制度に係る退職給付費用 2,219 △663

(5) 年金資産に関する事項

①年金資産の主な内訳

年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。

前事業年度
(2025年3月31日)

当事業年度
(2026年3月31日)

債券 32.5% 38.5%

株式 40.0% 36.4%

保険一般勘定 26.2% 23.5%

その他 1.3% 1.6%

合計 100.0% 100.0%

（注）年金資産合計には、企業年金制度に対して設定した退職給付信託が前事業年度73.8％、当事業年度76.5％含まれ

ております。

②長期期待運用収益率の設定方法

年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成

する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。

(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項

主要な数理計算上の計算基礎

前事業年度
(自 2024年4月1日
至 2025年3月31日)

当事業年度
(自 2025年4月1日
至 2026年3月31日)

割引率 1.20% 2.20%

長期期待運用収益率 2.00% 2.30%

予想昇給率 5.20% 5.20%

３ 確定拠出制度

当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度44,069千円、当事業年度44,008千円であります。

(税効果会計関係)

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

前事業年度
(2025年3月31日)

当事業年度
(2026年3月31日)

(繰延税金資産)

税務上の繰越欠損金 528,676千円 233,543千円

減損損失 4,659 4,163

賞与引当金 24,664 26,536

未払事業所税 10,039 10,385

その他 8,677 8,691

繰延税金資産小計 576,716 283,320

税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額(注)2 △299,866 △22,283

将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 △8,528 △7,770

評価性引当額小計(注)1 △308,394 △30,053

繰延税金資産合計 268,321 253,266

(繰延税金負債)

前払年金費用 △27,288 △41,682

繰延税金負債合計 △27,288 △41,682

繰延税金資産純額 241,032 211,584
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(注) １．評価性引当額が278,340千円減少しております。この減少の主な内容は、税務上の繰越欠損金が減少したこ

とに伴うものであります。

２．税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

前事業年度（2025年3月31日）

１年以内
１年超

２年以内

２年超

３年以内

３年超

４年以内

４年超

５年以内
５年超 合計

税務上の繰越欠損金(a) ― ― ― ― ― 528,676 528,676千円

評価性引当額 ― ― ― ― ― △299,866 △299,866〃

繰延税金資産 ― ― ― ― ― 228,810 228,810〃

(a)税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。

(b)税務上の繰越欠損金528,676千円(法定実効税率を乗じた額)について、繰延税金資産228,810千円を計上し

ております。当該税務上の繰越欠損金については、将来の課税所得の見込みにより、回収可能と判断してお

ります。

当事業年度（2026年3月31日）

１年以内
１年超

２年以内

２年超

３年以内

３年超

４年以内

４年超

５年以内
５年超 合計

税務上の繰越欠損金(c) ― ― ― ― ― 233,543 233,543千円

評価性引当額 ― ― ― ― ― △22,283 △22,283〃

繰延税金資産 ― ― ― ― ― 211,259 211,259〃

(c)税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。

(d)税務上の繰越欠損金233,543千円(法定実効税率を乗じた額)について、繰延税金資産211,259千円を計上し

ております。当該税務上の繰越欠損金については、将来の課税所得の見込みにより、回収可能と判断してお

ります。

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率の差異の原因となった主要な項目別の内訳

前事業年度
(2025年3月31日)

当事業年度
(2026年3月31日)

法定実効税率 34.5％ 34.5％

（調整）

住民税均等割 0.7％ 0.6％

評価性引当額の増減 △50.5％ △31.5％

その他 0.1％ 0.2％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 △15.2％ 3.8％

(賃貸等不動産関係)

賃貸不動産等の総額に重要性が乏しいため、記載を省略しております。
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(収益認識関係)

(1) 顧客との契約から生じる収益を分解した情報

前事業年度（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）

(単位:千円)

宿泊部門 宴会部門
レストラン

部門
その他 合計

室料売上 3,545,340 335,500 11,951 - 3,892,793

料理売上 - 1,270,628 1,584,686 1,769 2,857,084

飲料売上 5,359 291,200 244,910 - 541,470

雑貨売上 37,213 257,392 30,520 58,677 383,804

その他 516,883 431,693 256,775 121,272 1,326,624

顧客との契約から生じる収益 4,104,797 2,586,414 2,128,844 181,719 9,001,776

その他の収益 - - - 356,977 356,977

外部顧客への売上高 4,104,797 2,586,414 2,128,844 538,697 9,358,753

当事業年度（自 2025年4月1日 至 2026年3月31日）

(単位:千円)

宿泊部門 宴会部門
レストラン

部門
その他 合計

室料売上 3,671,075 382,509 12,616 - 4,066,202

料理売上 - 1,423,860 1,554,918 2,403 2,981,182

飲料売上 5,305 307,659 252,076 - 565,042

雑貨売上 29,495 294,927 24,216 62,677 411,317

その他 543,185 481,895 260,103 119,047 1,404,231

顧客との契約から生じる収益 4,249,062 2,890,852 2,103,931 184,129 9,427,975

その他の収益 - - - 344,137 344,137

外部顧客への売上高 4,249,062 2,890,852 2,103,931 528,266 9,772,113

(2) 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

収益を理解するための基礎となる情報は、「（重要な会計方針）５ 収益及び費用の計上基準」に記載のとおり

です。

(3) 顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業年度末に

おいて存在する顧客との契約から翌事業年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報

① 契約負債の残高等 (単位：千円)

前事業年度 当事業年度

期首残高 期末残高 期首残高 期末残高

顧客との契約から生じた債権

売掛金 592,794 527,951 527,951 605,778

合計 592,794 527,951 527,951 605,778

契約負債

前受金 61,730 129,393 129,393 112,846

前受収益 21,480 22,729 22,729 24,616

合計 83,211 152,123 152,123 137,463

契約負債は、宿泊、宴会、レストラン及びこれらに付随するホテルサービスについて、顧客から受け取った前

受金及び顧客に販売したギフト券等であり、貸借対照表における「流動負債」の「前受金」及び「前受収益」に

含まれております。契約負債は、収益の認識に伴い取り崩されます。

前事業年度に認識された収益の額のうち期首現在の契約負債残高に含まれていた額は、73,074千円でありま

す。また、前事業年度において、契約負債が減少した主な要因は宴会前受金及びギフト券の収益認識によるもの

であり、契約負債が増加した主な要因は新たな宴会前受金の受け取り及びギフト券の発行によるものでありま

す。過去の期間に充足した履行義務から、前事業年度に認識した収益(主に、取引価格の変動)の額に重要性はあ

りません。

当事業年度に認識された収益の額のうち期首現在の契約負債残高に含まれていた額は、144,060千円でありま

す。また、当事業年度において、契約負債が減少した主な要因は宴会前受金及びギフト券の収益認識によるもの

であります。過去の期間に充足した履行義務から、当事業年度に認識した収益(主に、取引価格の変動)の額に重

要性はありません。
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② 残存履行義務に配分した取引価格

当社では、残存履行義務に配分した取引価格の注記にあたって実務上の便法を適用し、当初に予想される契約

期間が１年以内の契約について注記の対象に含めておりません。

前事業年度末において未充足の履行義務(ギフト券等)は、29,309千円であり、期末日後1年以内に40％、残り60

％がその後1年以内に収益として認識されると見込んでおります。

当事業年度末において未充足の履行義務(ギフト券等)は、37,523千円であり、期末日後1年以内に30％、残り

70％がその後1年以内に収益として認識されると見込んでおります。

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

当社は、内外顧客の宿泊、宴会、レストラン等を中心とするホテル経営及びホテル付随業務を事業内容として

おります。経営資源の配分の決定及び業績評価は当社全体で行っていること等から判断して、報告セグメントが

単一であるため、セグメント情報の記載を省略しております。

【関連情報】

１．製品及びサービスごとの情報

ホテル事業の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しております。

２. 地域ごとの情報

(1) 売上高

本邦以外の外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。

(2) 有形固定資産

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。

３．主要な顧客ごとの情報

外部顧客への売上高のうち、損益計算書の売上高の10％以上を占める相手先がないため、記載を省略しており

ます。

【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

該当事項はありません。

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

該当事項はありません。

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

該当事項はありません。

【関連当事者情報】

財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等

前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

種類
会社等の名称
又は氏名

所在地
資本金又
は出資金
(百万円)

事業の内容
又は職業

議決権等
の所有
(被所有)
割合(％)

関連当事者
との関係

取引の内容
取引金額
(千円)

科目
期末残高
(千円)

その他

の関係

会社の

子会社

㈱オークラニ

ッコーホテル

マネジメント

(㈱ホテルオー

クラの子会社)

東京都

港区
4,272

国内及び海

外のホテル

運営・管理

なし
業務提携契

約

業務提携報

酬の支払
163,979 未払金 113,600

(注) 業務提携報酬につきましては、契約に基づく計算方法により算出しております。
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当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)

種類
会社等の名称
又は氏名

所在地
資本金又
は出資金
(百万円)

事業の内容
又は職業

議決権等
の所有
(被所有)
割合(％)

関連当事者
との関係

取引の内容
取引金額
(千円)

科目
期末残高
(千円)

その他

の関係

会社の

子会社

㈱オークラニ

ッコーホテル

マネジメント

(㈱ホテルオー

クラの子会社)

東京都

港区
4,272

国内及び海

外のホテル

運営・管理

なし
業務提携契

約

業務提携報

酬の支払
175,960 未払金 128,230

(注) 業務提携報酬につきましては、契約に基づく計算方法により算出しております。

(1株当たり情報)

前事業年度
(自 2024年4月 1日
至 2025年3月31日)

当事業年度
(自 2025年4月 1日
至 2026年3月31日)

1株当たり純資産額 134.29円 200.43円

1株当たり当期純利益 60.62円 69.14円

(注) １ 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

２ 1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

前事業年度
(自 2024年4月 1日
至 2025年3月31日)

当事業年度
(自 2025年4月 1日
至 2026年3月31日)

当期純利益 771,543千円 874,219千円

普通株主に帰属しない金額 40,113千円 40,000千円

(うち優先配当額) (40,113千円) (40,000千円)

普通株式に係る当期純利益 731,429千円 834,219千円

普通株式の期中平均株式数 12,065,158株 12,065,158株

(重要な後発事象)

当社は、2026年5月7日開催の要務役員会にて、2025年5月13日付「第３次中期経営計画策定に関するお知らせ」に

て公表しておりましたホテルオークラ京都の客室改装の延期について決議いたしました。

本件は、昨今の中東情勢の影響等により客室改装に伴う資材調達環境が不安定な状況にあることを踏まえ、投資

実行の時期について慎重に再検討を要すると判断したものです。もっとも、資材価格や調達リードタイムを含む外

部環境は引き続き変動性が高く、現時点においては、当該延期が当社の将来の財政状態、経営成績およびキャッシ

ュ・フローに与える影響について、合理的に見積もることは困難な状況にあります。

なお、本延期により短期的には投資支出の抑制等の影響が見込まれるものの、これらの影響の程度および持続性

については不確実性を伴うため、現時点において定量的な評価を示すことは差し控えております。当社といたしま

しては、今後の外部環境の動向を継続的に注視しつつ、資材調達環境の改善状況および投資採算性を総合的に勘案

のうえ、適切な時期に投資計画の再開について判断してまいります。
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⑤ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

資産の種類
当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高(千円)

有形固定資産

建物 19,651,141 207,072 17,400 19,840,813 13,401,657 617,653 6,439,155

構築物 318,277 ― ― 318,277 306,844 1,315 11,433

機械装置及び運搬具 513,681 2,587 21,352 494,917 439,762 18,176 55,154

器具及び備品 1,303,257 20,970 25,088 1,299,139 1,157,644 22,671 141,495

土地 4,889,637 ― ― 4,889,637 ― ― 4,889,637

リース資産 106,072 97,892 ― 203,964 42,706 24,089 161,258

建設仮勘定 ― 44,000 ― 44,000 ― ― 44,000

有形固定資産計 26,782,066 372,524 63,841 27,090,749 15,348,615 683,906 11,742,134

無形固定資産

ソフトウエア 74,528 46,345 39,838 81,035 36,804 6,192 44,231

リース資産 49,705 ― ― 49,705 12,515 9,941 37,190

電話加入権 4,197 ― ― 4,197 ― ― 4,197

無形固定資産計 128,431 46,345 39,838 134,938 49,319 16,134 85,619

長期前払費用 8,261 7,168 358 15,071 4,381 2,781 10,690

(注) １ 当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

建物 ホテルオークラ京都 ターボ冷凍機（熱源機）改修 29,081 千円

建物 ホテルオークラ京都 オリゾンテ店内空調機 改修 26,500 千円

建物 ホテルオークラ京都 ５階東側通路空調機 改修 26,243 千円

建物 ホテルオークラ京都 非常発電機盤内部品交換 24,762 千円

建物 ホテルオークラ京都
４階宴会場 暁雲北スライディング

ウォール改修
16,574 千円

２ 当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。

記載すべき減少事項はありません。

３ 減価償却累計額には、減損損失累計額を含んでおります。

【社債明細表】

銘柄 発行年月日
当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

利率
(％)

担保 償還期限

第5回無担保社債(株式会社三菱ＵＦＪ銀
行保証付及び適格機関投資家限定)

2025年
3月31日

1,000,000
936,000
(64,000)

1.28 ―
2030年
3月29日

合計 ― 1,000,000
936,000
(64,000)

― ― ―

(注) １．「当期末残高」欄の(内書)は、1年内償還予定の金額であります。

２．貸借対照表日後５年内における１年ごとの償還予定額の総額

１年以内
(千円)

１年超２年以内
(千円)

２年超３年以内
(千円)

３年超４年以内
(千円)

４年超５年以内
(千円)

64,000 64,000 64,000 744,000 ―
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【借入金等明細表】

区分
当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率
(％)

返済期限

1年以内に返済予定の長期借入金 460,000 460,000 2.1 ―

1年以内に返済予定のリース債務 33,861 55,206 1.2 ―

1年以内に返済予定のその他有利子
負債(割賦未払金)

11,374 33,433 1.8 ―

長期借入金

(1年以内に返済予定のものを除く)
10,640,000 10,180,000 2.1 2027年～2030年

リース債務

(1年以内に返済予定のものを除く)
116,020 167,773 2.3 2027年～2030年

その他有利子負債(長期割賦未払金)

(1年以内に返済予定のものを除く)
31,896 113,866 1.8 2027年～2030年

合計 11,293,153 11,010,279 ― ―

(注) １ 平均利率につきましては、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

２ 1年以内に返済予定のものを除く長期借入金、リース債務及びその他有利子負債(長期割賦未払金)の貸借対

照表日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

区分
1年超2年以内

(千円)
2年超3年以内

(千円)
3年超4年以内

(千円)
4年超5年以内

(千円)

長期借入金 460,000 460,000 9,260,000 ―

リース債務 55,961 51,891 38,841 21,080

その他有利子負債
(長期割賦未払金)

34,051 33,784 29,484 16,545

【引当金明細表】

(単位:千円)

区分 当期首残高 当期増加額
当期減少額
(目的使用)

当期減少額
(その他)

当期末残高

貸倒引当金 137 63 ― 137 63

賞与引当金 71,490 75,090 71,490 ― 75,090

(注) 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。

【資産除去債務明細表】

該当事項はありません。
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(2) 【主な資産及び負債の内容】

① 現金及び預金

区分 金額(千円)

現金 35,275

預金 4,105,008

当座預金 2,687,991

普通預金 1,338,273

別段預金 713

振替貯金 14,595

預金(信託) 63,434

合計 4,140,283

② 売掛金

相手先別内訳

相手先 金額(千円)

三井住友カード㈱ 96,895

㈱日本旅行 38,337

㈱ＪＴＢ 30,262

アメリカン・エキスプレス・インターナショナル・
インコーポレイテッド

30,106

㈱ＪＴＢＧＭＴ 30,032

その他 380,143

合計 605,778

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高
(千円)

(Ａ)

当期発生高
(千円)

(Ｂ)

当期回収高
(千円)

(Ｃ)

当期末残高
(千円)

(Ｄ)

回収率
(％)

(Ｃ)
× 100

(Ａ)＋(Ｂ)

滞留期間
(日)

(Ａ)＋(Ｄ)
÷

(Ｂ)
2 365

527,951 8,923,254 8,845,428 605,778 93.6 23.2

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
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③ 原材料及び貯蔵品

区分 金額(千円)

原材料

飲料品 25,299

食料品 37,040

その他 4,002

計 66,342

貯蔵品

客室用消耗品 1,440

その他 2,787

計 4,227

合計 70,570

④ 買掛金

相手先別内訳

相手先 金額(千円)

ファーストリネンサプライ㈱ 12,585

㈱響映 12,010

㈱トーホーフードサービス 9,679

㈱浅見水産 7,213

信州ハム㈱ 6,338

その他 138,317

合計 186,145

(3) 【その他】

当事業年度における半期情報等

中間会計期間 当事業年度

売上高 (千円) 4,461,297 9,772,113

税引前
中間(当期)純利益

(千円) 223,258 908,897

中間(当期)純利益 (千円) 217,619 874,219

1株当たり
中間(当期)純利益

(円) 16.37 69.14
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第６ 【提出会社の株式事務の概要】

事業年度 4月1日から3月31日まで

定時株主総会 6月中

基準日 3月31日

剰余金の配当の基準日 3月31日、9月30日

1単元の株式数 100株

単元未満株式の買取り

取扱場所

(特別口座)

東京都千代田区丸の内一丁目3番3号

みずほ信託銀行株式会社 証券代行部

株主名簿管理人

(特別口座)

東京都千代田区丸の内一丁目3番3号

みずほ信託銀行株式会社

取次所 ────────

買取手数料 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額

公告掲載方法

電子公告により、当社ホームページ(https://www.kyotohotel.co.jp/)に掲載。

ただし、事故その他のやむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができな

い場合は、日本経済新聞に掲載。

株主に対する特典

3月末日現在の株主に対し、「ホテルオークラ京都」「からすま京都ホテル」でご利用い

ただける「株主ご優待券」ならびに「ホテルご利用券」を発行しております。

ご所有株式数

株主ご優待券 ホテルご利用券

ご宿泊 ご飲食 ご婚礼
オンライン
ショップ

ご宿泊/ご飲食

30%割引 20%割引 10%割引 20%割引 10%割引 20%割引 1,000円割引

100株以上

500株未満
─ ─ 5枚 5枚 ─

1枚
(クーポンコード)

―

500株以上

1,000株未満
─ ─ 5枚 5枚 ─

1枚
(クーポンコード)

10枚

1,000株以上

5,000株未満
1枚 5枚 15枚 20枚 2枚

1枚
(クーポンコード)

20枚

5,000株以上 2枚 10枚 20枚 30枚 4枚
1枚

(クーポンコード)
30枚

ご利用可能期間 2026年6月29日～2027年6月30日（ご利用除外日有り）

(注)１．当社の定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第2項各号に掲げる権利、会社法第166条第1項の規

定による請求をする権利、株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受け

る権利以外の権利を有しておりません。

２．「株主に対する特典」に記載の事項は、2026年3月末日現在の株主に対し発行している株主優待の内容でありま

す。

３．Ａ種優先株式についての剰余金の配当の内容及び1単元の株式数は「第４ 提出会社の状況 １株式等の状況

(1)株式の総数等 ②発行済株式」に記載しております。
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第７ 【提出会社の参考情報】

１ 【提出会社の親会社等の情報】

当社には、金融商品取引法第24条の7第1項に規定する親会社等はありません。

２ 【その他の参考情報】

当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に次の書類を提出しております。

(1) 有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書

事業年度 第106期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)2025年6月23日近畿財務局長に提出。

(2) 内部統制報告書及びその添付書類

2025年6月23日近畿財務局長に提出。

(3) 半期報告書及び確認書

第107期中(自 2025年4月1日 至 2025年9月30日)2025年11月10日近畿財務局長に提出。

(4) 臨時報告書

2025年6月30日近畿財務局長に提出。

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2(株主総会における議決権行使の結果)の規定に基づく臨時

報告書。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

2026年6月26日

株式会社京都ホテル

取締役会 御中

ひかり監査法人

京都事務所

指定社員
業務執行社員

公認会計士 光 田 周 史

指定社員
業務執行社員

公認会計士 矢 倉 誠

＜財務諸表監査＞

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いる株式会社京都ホテルの2025年4月１日から2026年3月31日までの第107期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照

表、損益計算書、株主資本等変動計算書、キャッシュ・フロー計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細

表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式

会社京都ホテルの2026年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成績及びキャッシュ・フ

ローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準にお

ける当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国におけ

る職業倫理に関する規定（社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規定を含む。）に従って、会社か

ら独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎とな

る十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

強調事項

重要な後発事象に関する注記に記載のとおり、会社は2026年5月7日開催の要務役員会において、ホテルオークラ京

都の客室改装の延期を決議している。

当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。

監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当事業年度の財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であ

ると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成に

おいて対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。
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繰延税金資産の回収可能性

監査上の主要な検討事項の
内容及び決定理由

監査上の対応

注記事項(重要な会計上の見積り)及び(税効果会計関

係)に記載されているとおり、会社は、当事業年度の貸

借対照表において、繰延税金資産211,584千円を計上し

ている。当該繰延税金資産の繰延税金負債との相殺前の

金額は253,266千円であり、税務上の繰越欠損金に係る

繰延税金資産及び将来減算一時差異に係る繰延税金資産

の総額283,320千円から評価性引当額（繰延税金資産の

うち回収可能性がないと会社が判断した金額）30,053千

円が控除されている。

繰延税金資産は、税務上の繰越欠損金及び将来減算一

時差異のうち、将来の税金負担額を軽減する効果を有す

る部分について認識する。将来の税金負担額を軽減する

効果を有するかどうか、つまり繰延税金資産の回収可能

性は、「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」

（企業会計基準適用指針第26号）に基づき判断される

が、その妥当性は、会社分類の適切性や収益力に基づく

一時差異等加減算前課税所得の見積り及び将来減算一時

差異等の解消見込年度のスケジューリングに依存する。

このうち、将来の一時差異等加減算前課税所得は、将

来の事業計画を基礎として見積られるが、当該事業計画

の策定に当たってはADR（客室平均単価）や稼働率及び

発生費用等といった重要な仮定が含まれている。当該重

要な仮定は、不確実性を伴うものであるため、経営者の

重要な判断が将来の一時差異等加減算前課税所得の見積

りに重要な影響を及ぼす。

そのため、当監査法人は、繰延税金資産の回収可能性

の判断の妥当性が、当事業年度の財務諸表監査において

特に重要であり、監査上の主要な検討事項に該当するも

のと判断した。

当監査法人は、経営者による繰延税金資産の回収可能
性の判断の妥当性を検討するにあたり、主として以下の
監査手続を実施した。

（1）内部統制の評価

繰延税金資産の計上プロセスに関して、事業計画の策

定・承認プロセス、一時差異等加減算前課税所得の見積

額について、会社が構築した内部統制の整備・運用状況

の有効性を評価した。

（2）将来の一時差異等加減算前課税所得の見積りの合

理性

繰延税金資産の回収可能性の判断における経営者によ

る将来の一時差異等加減算前課税所得の見積りの合理性

を、下記の手続により検討した。

・将来の一時差異等加減算前課税所得の見積りの基礎と

なる将来の事業計画について、取締役会で承認された事

業計画との整合性を検証した。

・「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」に基

づく会社分類について、過年度における重要な税務上の

繰越欠損金の発生原因や将来の一時差異等加減算前課税

所得の発生状況の見積りを勘案し、会社の判断の適切性

を評価した。

・過年度における事業計画と実績を比較することによ

り、一時差異等加減算前課税所得の見積りの基礎となる

将来の事業計画の精度を評価した。

・将来の事業計画に含まれる重要な仮定であるADR（客

室平均単価）や稼働率及び発生費用等について、経営者

との協議を踏まえて、その合理性を検討した。

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経

営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載

内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記

載内容に対して意見を表明するものではない。

財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容

と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのよ

うな重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報

告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
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表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために

経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうか

を評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する

必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ

る。

財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示

がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する

ことにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の

意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家

としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手

続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分か

つ適切な監査証拠を入手する。

・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価

の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性

及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ

き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどう

か結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注

記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表

に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査

証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているか

どうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引

や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統

制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行

う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、

並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じてい

る場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報

告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当事業年度の財務諸表の監査で特に重要であると判断した

事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁

止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益

を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

＜内部統制監査＞

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社京都ホテルの2026年

3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

当監査法人は、株式会社京都ホテルが2026年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の

内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、

財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
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監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部

統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監

査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定（社会的影響度の高い事業体

の財務諸表監査に適用される規定を含む。）に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理

上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい

る。

内部統制報告書に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報

告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。

なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性が

ある。

内部統制監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかに

ついて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明するこ

とにある。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過

程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施

する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選

択及び適用される。

・ 財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての

内部統制報告書の表示を検討する。

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手するために、

内部統制の監査を計画し実施する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指揮、監督及び査閲に関して責任

がある。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、

識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事

項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、

並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じてい

る場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報

告を行う。

＜報酬関連情報＞

当監査法人及び当監査法人と同一のネットワークに属する者に対する、会社の監査証明業務に基づく報酬及び非監

査業務に基づく報酬の額は、「提出会社の状況」に含まれるコーポレート・ガバナンスの状況等(3)【監査の状況】に

記載されている。

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

(注) １ 上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。
２ XBRLデータは監査の対象には含まれていません。



【表紙】

【提出書類】 確認書

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の４の２第１項

【提出先】 近畿財務局長

【提出日】 2026年6月26日

【会社名】 株式会社京都ホテル

【英訳名】 THE KYOTO HOTEL，LTD．

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 清水 博

【最高財務責任者の役職氏名】 該当なし

【本店の所在の場所】 京都府京都市中京区河原町通二条南入一之船入町５３７番地の４

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所

（東京都中央区日本橋兜町２番１号）



１ 【有価証券報告書の記載内容の適正性に関する事項】

当社代表取締役社長清水博は、当社の第107期(自2025年4月1日 至2026年3月31日)の有価証券報告書の記載内容が

金融商品取引法令に基づき適正に記載されていることを確認いたしました。

２ 【特記事項】

確認に当たり、特記すべき事項はありません。


